
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カレントミラー回路を有する半導体装置の作製方法であって、
　基板上に非晶質半導体層を形成し、
　前記非晶質半導体層をパターニングすることによって、一辺に 凸
端部を複数有する形状の第１の島状半導体層を形成し、
　 形状に集光したレーザ光を、前記第１の島状半導体層の

と最初に 接するように前記基板に対して相対的に走査しつつ前記第１
の島状半導体層に照射することによって、前記第１の島状半導体層を結晶化し、
　前記結晶化した第１の島状半導体層のうち、前記凸端部と凸端部間の前記レーザ光の走
査方向に形成される結晶性が芳しくない領域以外の領域をパターニングして、複数の第２
の島状半導体層を形成し、
　前記複数の第２の島状半導体層を用いて、前記カレントミラー回路が有する全ての薄膜
トランジスタを形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　差動増幅回路を有する半導体装置の作製方法であって、
　基板上に非晶質半導体層を形成し、
　前記非晶質半導体層をパターニングすることによって、一辺に 凸
端部を複数有する形状の第１の島状半導体層を形成し、
　 形状に集光したレーザ光を、前記第１の島状半導体層の
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と最初に 接するように前記基板に対して相対的に走査しつつ前記第１
の島状半導体層に照射することによって、前記第１の島状半導体層を結晶化し、
　前記結晶化した第１の島状半導体層のうち、前記凸端部と凸端部間の前記レーザ光の走
査方向に形成される結晶性が芳しくない領域以外の領域をパターニングして、複数の第２
の島状半導体層を形成し、
　前記複数の第２の島状半導体層を用いて、前記差動増幅回路が有する全ての薄膜トラン
ジスタを形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　オペアンプ回路を有する半導体装置の作製方法であって、
　基板上に非晶質半導体層を形成し、
　前記非晶質半導体層をパターニングすることによって、一辺に 凸
端部を複数有する形状の第１の島状半導体層を形成し、
　 形状に集光したレーザ光を、前記第１の島状半導体層の

と最初に 接するように前記基板に対して相対的に走査しつつ前記第１
の島状半導体層に照射することによって、前記第１の島状半導体層を結晶化し、
　前記結晶化した第１の島状半導体層のうち、前記凸端部と凸端部間の前記レーザ光の走
査方向に形成される結晶性が芳しくない領域以外の領域をパターニングして、複数の第２
の島状半導体層を形成し、
　前記複数の第２の島状半導体層を用いて、前記オペアンプ回路が有する全ての薄膜トラ
ンジスタを形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　カレントミラー回路を有する半導体装置の作製方法であって、
　基板上に非晶質半導体層を形成し、
　前記非晶質半導体層上に金属含有層を形成し、加熱処理することにより結晶質半導体層
を形成し、
　前記結晶質半導体層をパターニングすることによって、一辺に 凸
端部を複数有する形状の第１の島状半導体層を形成し、
　 形状に集光したレーザ光を、前記第１の島状半導体層の

と最初に 接するように前記基板に対して相対的に走査しつつ前記第１
の島状半導体層に照射することによって、前記第１の島状半導体層を結晶化し、
　前記結晶化した第１の島状半導体層のうち、前記凸端部と凸端部間の前記レーザ光の走
査方向に形成される結晶性が芳しくない領域以外の領域をパターニングして、複数の第２
の島状半導体層を形成し、
　前記複数の第２の島状半導体層を用いて、前記カレントミラー回路が有する全ての薄膜
トランジスタを形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　差動増幅回路を有する半導体装置の作製方法であって、
　基板上に非晶質半導体層を形成し、
　前記非晶質半導体層上に金属含有層を形成し、加熱処理することにより結晶質半導体層
を形成し、
　前記結晶質半導体層をパターニングすることによって、一辺に 凸
端部を複数有する形状の第１の島状半導体層を形成し、
　 形状に集光したレーザ光を、前記第１の島状半導体層の

と最初に 接するように前記基板に対して相対的に走査しつつ前記第１
の島状半導体層に照射することによって、前記第１の島状半導体層を結晶化し、
　前記結晶化した第１の島状半導体層のうち、前記凸端部と凸端部間の前記レーザ光の走
査方向に形成される結晶性が芳しくない領域以外の領域をパターニングして、複数の第２
の島状半導体層を形成し、
　前記複数の第２の島状半導体層を用いて、前記差動増幅回路が有する全ての薄膜トラン
ジスタを形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
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【請求項６】
　オペアンプ回路を有する半導体装置の作製方法であって、
　基板上に非晶質半導体層を形成し、
　前記非晶質半導体層上に金属含有層を形成し、加熱処理することにより結晶質半導体層
を形成し、
　前記結晶質半導体層をパターニングすることによって、一辺に 凸
端部を複数有する形状の第１の島状半導体層を形成し、
　 形状に集光したレーザ光を、前記第１の島状半導体層の

と最初に 接するように前記基板に対して相対的に走査しつつ前記第１
の島状半導体層に照射することによって、前記第１の島状半導体層を結晶化し、
　前記結晶化した第１の島状半導体層のうち、前記凸端部と凸端部間の前記レーザ光の走
査方向に形成される結晶性が芳しくない領域以外の領域をパターニングして、複数の第２
の島状半導体層を形成し、
　前記複数の第２の島状半導体層を用いて、前記オペアンプ回路が有する全ての薄膜トラ
ンジスタを形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、前記薄膜トランジスタは、そのチャネル
形成領域における電荷の移動方向がレーザ光のスポットの走査方向と平行、又はそれに準
ずる方向に揃うように配置されていることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、前記レーザ光は、連続発振の固体レーザ
、気体レーザ、あるいは金属レーザから発振されることを特徴とする半導体装置の作製方
法。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、前記レーザ光は、連続発振のＹＡＧレー
ザ、ＹＶＯ４ レーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＡｌＯ３ レーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、
アレキサンドライドレーザ、あるいはＴｉ：サファイアレーザから発振されることを特徴
とする半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、前記レーザ光は、連続発振のエキシマレ
ーザ、Ａｒレーザ、Ｋｒレーザ、あるいはＣＯ２ レーザから発振されることを特徴とする
半導体装置の作製方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、前記レーザ光は、連続発振のヘリウムカ
ドミウムレーザ、銅蒸気レーザ、あるいは金蒸気レーザから発振されることを特徴とする
半導体装置の作製方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、前記非晶質半導体層をパターニングする
ことによって前記第１の島状半導体層及びマーカーを形成することを特徴とする半導体装
置の作製方法。
【請求項１３】
　請求項４乃至請求項６のいずれか一において、前記結晶質半導体層をパターニングする
ことによって前記第１の島状半導体層及びマーカーを形成することを特徴とする半導体装
置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置の作製方法および、当該作製方法によって作製された半導体装置に
関する。なお、ここでいう半導体装置とは、液晶表示装置、発光装置等の電気光学装置お
よび、これらを表示部として用いた電子機器も含まれるものとする。
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【０００２】
【従来の技術】
近年、絶縁体上、特にガラス基板上に形成された非晶質半導体層を結晶化させ、結晶質半
導体層を得、当該結晶質半導体層を活性層とした薄膜トランジスタ (以下、ＴＦＴと表記 )
を形成する技術が広く用いられており、その電気的特性も著しく向上してきている。
【０００３】
よって、当初はＩＣ等を用いて、外付けで実装されていた様々な信号処理回路を、ＴＦＴ
を用いて形成することが可能となり、基板上に画素部と駆動回路とを一体形成した表示装
置が実現した。これらは部品点数の減少により、小型・軽量であり、さらに製造コストの
大幅な削減を可能とし、最近では広く研究、開発が進んでいる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
現在実用されているＴＦＴとしては、代表的には、前記非晶質半導体層を活性層として形
成されるアモルファスシリコンＴＦＴ (以下、ａ－ＳｉＴＦＴと表記 )と、前記結晶質半導
体層を活性層として形成されるポリシリコンＴＦＴ (以下、Ｐ－ＳｉＴＦＴと表記 )が挙げ
られる。Ｐ－ＳｉＴＦＴは、ａ－ＳｉＴＦＴに比べてはるかに高い電界効果移動度が得ら
れる等、様々な点で優れており、前記表示装置の駆動回路を形成するためのＴＦＴとして
十分に良好な性能を有する。
【０００５】
しかし、ＩＣチップ等に用いられているトランジスタは単結晶シリコン上に形成されてい
るため、さらに良好な電気的特性を有し、またその特性が均一に得られるのに対し、Ｐ－
ＳｉＴＦＴは、半導体層が多数の結晶粒が集まって形成されている。それぞれの結晶状態
は良好であるが、結晶粒同士の境界 (粒界 )においては配向が異なっているなどの理由で、
電気的特性に大きく劣る。Ｐ－ＳｉＴＦＴにおいてはこの粒界が活性層中に多く含まれ、
さらに粒界の数や隣接した結晶粒同士の配向の違いにより、その電気的特性に差が生ずる
場合がある。つまり、同サイズのＴＦＴを作製し、かつ各電極に同様な電圧を印加した場
合にも、電流値等がばらつく場合がある。
【０００６】
トランジスタを用いて形成される代表的な回路として、オペアンプや差動増幅回路等があ
る。これらの回路は、カレントミラー回路を有している。カレントミラー回路とは、２つ
のトランジスタを用いて、図２ (Ａ )に示すような構成をしており、トランジスタ２０１を
流れるドレイン電流Ｉ 1と、トランジスタ２０２を流れるドレイン電流Ｉ 2とが等しくなる
特徴を有する。
【０００７】
例えば、このカレントミラー回路においては、トランジスタ２０１と、トランジスタ２０
２との特性が等しいことが動作の前提となっている。つまり双方の電気的特性にばらつき
がある場合、Ｉ 1＝Ｉ 2とは必ずしもならないため、回路として機能しない。よって通常カ
レントミラー回路を構成するトランジスタは、そのチャネル長、チャネル幅等が等しいも
のを用いて構成される。実際の基板上でのレイアウト例を図２ (Ｂ )に示す。
【０００８】
また、このカレントミラー回路を能動負荷として用いた差動増幅回路の構成を図２ (Ｃ )に
示す。この回路は、入力端 (Ｉｎ 1、Ｉｎ 2 )にそれぞれ異なる電位が与えられたとき、前述
のカレントミラー回路によってＩ 1＝Ｉ 2＋Ｉ 3となることを利用し、出力端 (Ｏｕｔ )より
、Ｉｎ 1、Ｉｎ 2に入力された信号の電位差を増幅した波形を取り出すことが出来る回路で
ある。この回路もまた、ＴＦＴ２１１～２１４の電気的特性が等しいことが前提となって
いる。
【０００９】
しかし、実際にはＰ－ＳｉＴＦＴにおいてその電気的特性にばらつきがある以上、素子の
サイズを等しくしてもばらつきは抑えられないため、前述のような回路を作製するのには
向かないことになる。
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【００１０】
　ところで、非晶質半導体層を結晶化する方法の１つとして、ＣＷ (Continuous Wave：連
続発振 )レーザを一方向に させながら半導体層に照射することで、 方向に繋がっ
て結晶を成長させ、その方向に長く伸びた単結晶を形成する技術がある。この方法を用い
れば、少なくともＴＦＴのチャネル方向には結晶粒界のほとんどないものが得られると考
えられている。さらに各結晶粒は、単結晶に近い組成となるため、電気的特性、均一性に
優れている。
【００１１】
反面、ＣＷレーザを半導体層に照射する工程において、基板上に成膜した半導体層のはが
れ (ピーリング )が生ずる場合がある。基板上の一部でピーリングが生じた場合、可能であ
れば半導体層を除去し、ふたたび半導体層の形成を行って工程を継続すれば良いが、工程
増加による損失は避けられない。また、基板サイズの大型化に伴って、一度に多くのデバ
イスの作製が可能となっているため、基板１枚の損失によって複数のデバイスの損失につ
ながることになる。
【００１２】
本発明は、前述の問題を鑑みて、Ｐ－ＳｉＴＦＴを用いて、前述のカレントミラー回路を
はじめとした、高い素子整合性を必要とする回路を効率良く形成するための方法を提供す
ることを課題とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明においては、基板上に半導体層を形成した後、第１の島状半導体層をパターニング
により形成し、当該第１の島状半導体層を、レーザ照射によって結晶化、もしくは結晶性
を高め、その後、第２の島状半導体層をパターニングにより形成する。当該第２の島状半
導体層が、後にＴＦＴの活性層となる。
【００１４】
第１の島状半導体層より、単数もしくは複数の第２の島状半導体層が形成される。本発明
においては特に、高い整合性を求められるＴＦＴ、具体的には１つのカレントミラー回路
や１つの差動増幅回路、あるいは１つのオペアンプ回路等を構成するすべてのＴＦＴの活
性層となる第２の島状半導体層が、１つの第１の島状半導体層から形成されることを特徴
としている。ここで、一般的に半導体回路において、特に高い整合性が求められるＴＦＴ
を全て含む１つの回路もしくはそれに準ずる構成部分を単位回路と定義する。ただし、単
位回路の中に、特に整合性を求められないＴＦＴが含まれていても良い。すなわち、１つ
の第１の島状半導体層より、１つの単位回路を構成する全てのＴＦＴの活性層が形成され
る。
【００１５】
さらに、第１の島状半導体層にレーザ照射を行う際、レーザ光スポットが第１の島状半導
体層の端部に達したときに、レーザ光スポットと第１の島状半導体層とが、基板表面もし
くは裏面から見て１点で接するように、レーザ光の走査方向もしくは第１の島状半導体層
の形状を決定している。例えば、レーザ光を走査していき、レーザ光スポットが、第１の
島状半導体層の頂点のうち１点と最初に接するような経路で走査する。あるいは、あらか
じめ走査方向が決定している場合、レーザ光スポットが、第１の島状半導体層の頂点のう
ち１点と最初に接するように第１の島状半導体層の形状を決定する。第１の島状半導体層
の外周の一部あるいは全てが曲線でなる場合にも同様に、レーザ光スポットと第１の島状
半導体層の端部が、ある１点の接点で最初に接するように、レーザ光の走査方向や第１の
島状半導体層の形状を決定する。このようにすると、レーザ光スポットが最初に接した１
点から、 (１００ )配向面を有する結晶化が進行し、やがて当該第１の島状半導体層へのレ
ーザ照射が終了すると、当該第１の島状半導体層において、 (１００ )配向面の比率を高く
することが出来る。
【００１６】
　また、図２１（Ａ）に示すように、レーザ光スポットが、一辺に凸端部を三個有する形
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状の第１の島状半導体層の頂点のうち１点と最初に接するようにしても良い。図２１（Ａ
）の場合、レーザ光スポットが矢印の方向へ移動し、第１の島状半導体層２１０１の頂点
２１０４、２１０５、２１０６と接する。その後、図２１（Ｂ）に矢印で示す方向へと結
晶化が進行し、図２１（ ）に示すように、結晶化した第１の半導体層２１０７を得る。
【００１７】
　このとき、図２１（ ）にて２１０８、２１０９で示す領域は結晶性が芳しくないため
、この領域には第２の島状半導体層が形成されないようにするのが望ましい。以後、パタ
ーニングによって図２１（ ）に示すように、第２の島状半導体層２１１０を得る。
【００１８】
このようにして結晶化された第１の島状半導体層より形成される単数もしくは複数の第２
の島状半導体層を活性層として用いたＴＦＴは、その特性を通常よりも均一化することが
可能となるため、前記カレントミラー回路や差動増幅回路、あるいはオペアンプ回路とい
った単位回路含む半導体回路を、ＴＦＴを用いて基板上に構成することが可能となる。
【００１９】
本発明の構成を以下に記す。
【００２０】
本発明の半導体装置の作製方法は、
基板上に非晶質半導体層を形成する工程と、
前記非晶質半導体層を所望の形状にパターニングして、第１の島状半導体層とマーカーを
形成する工程と、
前記第１の島状半導体層を含む領域に、楕円状あるいは矩形状に集光されたレーザ光を、
前記基板に対して相対的に走査しつつ照射し、前記第１の島状半導体層を結晶化する工程
と、
前記結晶化された第１の島状半導体層を所望の形状にパターニングして、第２の島状半導
体層を形成する工程と、
前記第２の島状半導体層を活性層とした薄膜トランジスタを形成し、前記薄膜トランジス
タを用いて回路を構成する半導体装置の作製方法であって、
前記半導体装置に含まれる単位回路が有する全ての薄膜トランジスタの活性層は、前記結
晶化された第１の島状半導体層のうちいずれか１つから形成されることを特徴としている
。
【００２１】
本発明の半導体装置の作製方法は、
基板上に非晶質半導体層を形成する工程と、
前記非晶質半導体層上に金属含有層を形成し、熱処理により第１の結晶質半導体層を得る
工程と、
前記第１の結晶質半導体層を所望の形状にパターニングして、第１の島状半導体層とマー
カーを形成する工程と、
前記第１の島状半導体層を含む領域に、楕円状あるいは矩形状に集光されたレーザ光を、
前記基板に対して相対的に走査しつつ照射し、第２の結晶質半導体層でなる第１の島状半
導体層を得る工程と、
前記第２の結晶質半導体層でなる第１の島状半導体層を所望の形状にパターニングして、
第２の島状半導体層を形成する工程と、
前記第２の島状半導体層を活性層とした薄膜トランジスタを形成し、前記薄膜トランジス
タを用いて回路を構成する半導体装置の作製方法であって、
前記半導体装置に含まれる単位回路が有する全ての薄膜トランジスタの活性層となる前記
第２の島状半導体層は、前記第２の結晶質半導体層でなる第１の島状半導体層のうちいず
れか１つから形成されることを特徴としている。
【００２２】
本発明の半導体装置の作製方法においては、
前記薄膜トランジスタは、そのチャネル形成領域における電荷の移動方向が全て平行もし
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くはそれに準ずる方向に揃うように配置されていることを特徴としている。
【００２３】
本発明の半導体装置の作製方法においては、
前記単位回路は、電流源、カレントミラー回路、差動増幅回路、オペアンプ回路のうちい
ずれか１つであることを特徴としている。
【００２４】
本発明の半導体装置の作製方法においては、
前記レーザ光は、連続発振の固体レーザ、気体レーザ、あるいは金属レーザから発振され
たものであることを特徴としている。
【００２５】
本発明の半導体装置の作製方法においては、
前記レーザ光は、連続発振のＹＡＧレーザ、ＹＶＯ４レーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＡｌＯ３
レーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライドレーザ、Ｔｉ：サファイアレ
ーザから選ばれた１種から発振されたものであることを特徴としている。
【００２６】
本発明の半導体装置の作製方法においては、
前記レーザ光は、連続発振のエキシマレーザ、Ａｒレーザ、Ｋｒレーザ、ＣＯ２レーザか
ら選ばれた１種から発振されたものであることを特徴としている。
【００２７】
本発明の半導体装置の作製方法においては、
前記レーザ光は、連続発振のヘリウムカドミウムレーザ、銅蒸気レーザ、金蒸気レーザか
ら選ばれた１種から発振されたものであることを特徴としている。
【００２８】
本発明の半導体装置は、
基板上に非晶質半導体層を形成し、
前記非晶質半導体層を所望の形状にパターニングして、第１の島状半導体層とマーカーを
形成し、
前記第１の島状半導体層を含む領域に、楕円状あるいは矩形状に集光されたレーザ光を、
前記基板に対して相対的に走査しつつ照射し、前記第１の島状半導体層を結晶化し、
前記結晶化された第１の島状半導体層を所望の形状にパターニングして、第２の島状半導
体層を形成し、
前記第２の島状半導体層を活性層とした薄膜トランジスタを形成し、前記薄膜トランジス
タを用いて回路が構成された半導体装置であって、
前記半導体装置に含まれる単位回路が有する全ての薄膜トランジスタの活性層となる前記
第２の島状半導体層は、前記結晶化された第１の島状半導体層のうちいずれか１つから形
成されることを特徴としている。
【００２９】
本発明の半導体装置は、
基板上に非晶質半導体層を形成し、
前記非晶質半導体層上に金属含有層を形成し、熱処理により第１の結晶質半導体層を得、
前記第１の結晶質半導体層を所望の形状にパターニングして、第１の島状半導体層とマー
カーを形成し、
前記第１の島状半導体層を含む領域に、楕円状あるいは矩形状に集光されたレーザ光を、
前記基板に対して相対的に走査しつつ照射し、第２の結晶質半導体層でなる第１の島状半
導体層を得、
前記第２の結晶質半導体層でなる第１の島状半導体層を所望の形状にパターニングして、
第２の島状半導体層を形成し、
前記第２の島状半導体層を活性層とした薄膜トランジスタを形成し、前記薄膜トランジス
タを用いて回路が構成された半導体装置であって、
前記半導体装置に含まれる単位回路が有する全ての薄膜トランジスタの活性層となる前記
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第２の島状半導体層は、前記第２の結晶質半導体層でなる第１の島状半導体層のうちいず
れか１つから形成されることを特徴としている。
【００３０】
本発明の半導体装置は、
複数の薄膜トランジスタを用いて構成した回路を有する半導体装置において、
前記半導体装置は、単数もしくは複数の単位回路を有し、
前記単位回路が有する全ての薄膜トランジスタの活性層となる前記第２の島状半導体層は
、１つの第１の島状半導体層を所望の形状にパターニングすることによって同時に形成さ
れることを特徴としている。
【００３１】
本発明の半導体装置は、
複数の薄膜トランジスタを用いて構成した回路を有する半導体装置において、
前記半導体装置は、単数もしくは複数の単位回路を有し、
前記単位回路が有する全ての薄膜トランジスタの活性層となる前記第２の島状半導体層は
、１つの第１の島状半導体層を所望の形状にパターニングすることによって同時に形成さ
れ、
前記単位回路が有する全ての薄膜トランジスタは、そのチャネル形成領域における電荷の
移動方向が全て平行もしくはそれに準ずる方向に揃えて配置されていることを特徴として
いる。
【００３２】
本発明の半導体装置は、
複数の薄膜トランジスタを用いて構成した回路を有する半導体装置において、
前記半導体装置は、単数もしくは複数の単位回路を有し、
前記単位回路が有する全ての薄膜トランジスタの活性層となる前記第２の島状半導体層は
、１つの第１の島状半導体層を所望の形状にパターニングすることによって同時に形成さ
れ、
前記単位回路が有する全ての薄膜トランジスタは、そのチャネル形成領域における電荷の
移動方向が、前記第１の島状半導体層を結晶化する際に照射されるレーザ光の走査方向と
平行もしくはそれに準ずる方向に揃うように配置されていることを特徴としている。
【００３３】
本発明の半導体装置は、
前記単位回路は、電流源、カレントミラー回路、差動増幅回路、オペアンプ回路のうちい
ずれか１つであることを特徴としている。
【００３４】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施形態を、図１に沿って説明する。
【００３５】
基板１０１上に、半導体層１０２を形成する (図１ (Ａ ))。なお、基板１０１としては、半
導体装置の作製を通じての処理温度に耐えうる材質のものであれば良く、例えば石英基板
、シリコン基板、バリウムホウケイ酸ガラスあるいはアルミノホウケイ酸ガラス等の無ア
ルカリガラス基板、金属基板の表面に絶縁膜を形成した基板等を用いることが出来る。ま
た、処理温度に耐えうる程度の耐熱性を有するプラスチック基板であっても良い。
【００３６】
なお、基板１０１と半導体層１０２との間に、基板１０１に含まれるアルカリ金属等の不
純物による半導体層１０２の汚染を防ぐための下地膜を、絶縁膜等によって形成しても良
い。
【００３７】
また、半導体層１０２は、公知の技術 (スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法等 )
を用いて成膜すれば良い。また、半導体層１０２は、非晶質半導体層であっても良いし、
微結晶半導体層、多結晶半導体層であっても良い。
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【００３８】
　続いて、半導体層１０２をパターニングして、アライメントマーカー１０３と、

第１の島状半導体層１０４、１０５とを形成する (図１ (Ｂ ))。ここで、アライメント
マーカー１０３、第１の島状半導体層１０４、１０５の形状については、図１ (Ｂ )に示す
ものに限定しない。
【００３９】
続いて、図１ (Ｃ )に示すように、アライメントマーカー１０３を元に、レーザ照射位置を
決定し、第１の島状半導体層１０４、１０５にレーザ光１０６を照射することによって、
第１の島状半導体層を形成する半導体層を結晶化する。ここで、第１の島状半導体層を形
成する半導体層があらかじめある程度結晶化が進んでいる場合、このレーザ照射工程によ
り、その結晶性がより高められる。ここでは、レーザ光はスリット (図示せず )によってエ
ネルギー密度が低い領域を遮蔽し、半導体層に当たらないようにしている。エネルギー密
度の低いレーザ光が半導体層に照射されて結晶化すると、その結晶粒は０．１ [μ m]程度
もしくはそれ以下の微結晶粒となってしまい、そのような結晶性半導体層では優れた電気
的特性が得られないためである。
【００４０】
エネルギー密度が十分か否かは、半導体層において、所望の結晶粒が得られるか否かで判
断され、設計者が適宜判断すれば良い。よって、設計者にとって結晶性が十分でないと判
断される場合、そのときのエネルギー密度は低いと判断される。
【００４１】
レーザ光のエネルギー密度は、スリットを介して得られたレーザ光スポットの端部近傍に
おいて低くなっているため、照射端部近傍においては結晶粒が小さく、結晶の粒界に沿っ
て突起した部分 (リッジ )が出現する。そのため、レーザ光スポットの軌跡 (図１ (Ｃ )に点
線で表記 )と、第１の島状半導体層１０４、１０５が重ならないようにする。最低限、第
１の島状半導体層１０４、１０５より、後に形成される第２の島状半導体層の領域 (図１ (
Ｃ )、第１の島状半導体層１０４、１０５中に点線で表記 )が、前記レーザ光スポットの軌
跡と重ならないようにする。
【００４２】
なお、第１の島状半導体層にレーザ照射を行う際、レーザ光スポットが第１の島状半導体
層の端部に達したときに、レーザ光スポットと第１の島状半導体層とが、基板表面もしく
は裏面から見て１点で接するように、レーザ光の走査方向もしくは第１の島状半導体層の
形状を決定している。図１ (Ｃ )において、第１の島状半導体層１０４、１０５は、それぞ
れＡ点、Ｂ点でレーザ光スポットと接する。
【００４３】
このように、１つの接点よりレーザ光の照射が開始され、結晶化されると、当該接点を含
めた近傍より (１００ )配向面を有する結晶が成長していく。よって最終的に、第１の島状
半導体層内では (１００ )配向面の率が高くなる。すなわち、各結晶粒が等しい配向面を有
するため、粒界近傍での電子もしくはホールの移動がスムーズに行われ、よってこのよう
な結晶性半導体層は、大変良好な電界効果移動度を有する。
【００４４】
本発明では、半導体層に照射するレーザとして、公知のレーザを用いることが出来る。レ
ーザは、パルス発振または連続発振の気体レーザもしくは固体レーザを用いることが出来
る。気体レーザとして、エキシマレーザ、Ａｒレーザ、Ｋｒレーザ等があり、固体レーザ
として、ＹＡＧレーザ、ＹＶＯ 4レーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＡＬＯ 3レーザ、ガラスレーザ
、ルビーレーザ、アレキサンドライドレーザ、Ｔｉ：サファイアレーザ等が挙げられる。
また、固体レーザとしては、Ｃｒ、Ｎｄ、Ｅｒ、Ｈｏ、Ｃｅ、Ｃｏ、ＮｉまたはＴｍがド
ーピングされたＹＡＧ、ＹＶＯ 4、ＹＬＦ、ＹＡＬＯ 3等の結晶を用いたレーザが適用され
る。当該レーザの基本波はドーピングする材料によって異なり、１ [μ m]前後の基本波を
有するレーザ光が得られる。基本波に対する高調波は、非線形光学素子を用いることで得
られる。
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【００４５】
さらに、固体レーザより発せられた赤外レーザ光を非線形光学素子でグリーンレーザ光に
変換後、さらに別の非線形光学素子によって得られる紫外レーザ光を用いることが出来る
。
【００４６】
なお、マーカー１０３には、必ずしもレーザ照射を行う必要はない。
【００４７】
続いて、図１ (Ｄ )に示すように、結晶化された第１の島状半導体層１０４、１０５をパタ
ーニングすることによって、所望の形状の第２の島状半導体層１０７～１１０を形成する
。ここで、第２の島状半導体層１０７～１１０は、第１の島状半導体層の端部近傍を避け
、良好な結晶性が得られている第１の島状半導体層中心近傍の領域を用いているのが望ま
しい。なお、マーカー１０３は、後の工程 (ゲート電極形成、配線形成等 )にて用いるマス
クのアライメントに用いるために残しておいても良い。
【００４８】
ここまでの工程を簡単に図示したものを図３ (Ａ )～ (Ｄ )に示す。以後、ゲート電極３０７
、ソース・ドレイン配線３０８、３０９がそれぞれ形成され、ＴＦＴとなる。図３ (Ｅ )に
おいて、Ａ－Ａ 'における断面図を図３ (Ｆ )に示す。なおここでは簡単のため、第１の島
状半導体層３０２より、第２の島状半導体層３０６ただ１つが形成されているが、実際に
は回路の構成において整合性が求められる複数のＴＦＴの活性層となる複数の第２の島状
半導体層が形成され、同様の工程に従ってそれぞれＴＦＴとなる。
【００４９】
１つの第１の島状半導体層より形成される第２の島状半導体層１０７、１０８および、１
０９、１１０は、互いに均一な結晶性を有するため、第２の島状半導体層１０７、１０８
をそれぞれ活性層としたＴＦＴ、あるいは第２の島状半導体層１０９、１１０をそれぞれ
活性層としたＴＦＴは、その電気的特性が均一となる。よってこれらのＴＦＴを用いて前
述のカレントミラー回路のような、構成素子に高い整合性が要求される回路の作製に適し
たものとなる。
【００５０】
なおここでは、第１の島状半導体層１０４、１０５から、それぞれ２つの第２の島状半導
体層が形成されているが、特に１つの第１の島状半導体層より形成される第２の島状半導
体層の数は限定しない。ある回路を構成するのに必要なＴＦＴのうち、整合性が要求され
るＴＦＴの活性層となる第２の島状半導体層が１つの第１の島状半導体層から形成されて
いれば良い。
【００５１】
　なお、ビームスポットの幅は、第１の島状半導体層または第２の島状半導体層のサイズ
によって適宜変えることができる。例えば、電流を比較的多く流すことが望まれる駆動回
路のＴＦＴは、チャネル幅が大きく、よって第２の島状半導体層のサイズも画素部に比べ
て大きい傾向にある。図１９に、２通りのサイズの 第１の島状半導体層に、ス
リットの幅を変えてレーザ光を走査する場合について示す。図１９（Ａ）に、走査方向と
垂直な方向における第１の島状半導体層の長さが短い場合を、図１９（Ｂ）に走査方向と
垂直な方向における第１の島状半導体層の長さが長い場合の、レーザ光の走査する部分と
、第１の島状半導体層との関係を示す。
【００５２】
　図 ９（Ａ）におけるスポット１９０１の幅をＷ 1、図１９（Ｂ）におけるスポット１
９０２の幅をＷ 2とすると、Ｗ 1＜Ｗ 2となる。もちろん、スポットの幅はこれに限られず
、第１の島状半導体層間の走査方向と垂直な方向における間隔に余裕がある場合は、自由
にその幅を設定することができる。
【００５３】
なお本発明では、図１９（Ａ）（Ｂ）に示すように、レーザ光を基板全面に照射するので
はなく、第１の島状半導体層の部分を最低限結晶化できるようにスポットを走査する。基
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板全面を照射するのではなく、第１の島状半導体層が結晶化できるように必要最低限の部
分にレーザ光が照射されるので、１枚の基板にかかる処理時間を抑えることができ、基板
処理の効率を高めることができる。
【００５４】
【実施例】
以下に、本発明の実施例について記載する。
【００５５】
[実施例１ ]
本実施例においては、ＣＷレーザを用いたレーザ結晶化工程の一例について述べる。
【００５６】
本方法に適当なＣＷレーザとしては、波長が５５０ [nm]以下で出力安定性の著しく高いも
のが望ましい。例えば、ＹＶＯ 4レーザの第２高調波や、ＹＡＧレーザの第２高調波、Ｙ
ＬＦレーザの第２高調波、ガラスレーザの第２高調波、ＹＡｌＯ 3レーザの第２高調波、
Ａｒレーザ等が該当する。あるいは、前記レーザのさらなる高次高調波を用いても良い。
あるいは、ルビーレーザ、アレキサンドライドレーザ、Ｔｉ：サファイアレーザ、連続発
振のエキシマレーザ、Ｋｒレーザ、ＣＯ 2レーザ、連続発振のヘリウムカドミウムレーザ
、銅蒸気レーザ、金蒸気レーザ等のレーザを使用しても良い。さらに、これらのレーザを
複数、あるいは複数種用いることも可能である。
【００５７】
図７は、ＣＷレーザ結晶化を行うための装置を模式的に表したものであり、レーザ発振器
７０１、ミラー７０２、凸レンズ７０３、Ｘ－Ｙステージ７０４等からなる。ここで用い
るレーザは、出力１０ [W]で連続発振のＹＶＯ 4レーザである。レーザ発振器７０１には、
非線形光学素子が内蔵されており、射出口より第２高調波が射出される。
【００５８】
レーザ発振器７０１から射出されたレーザビームは、図７中、Ａで示すように円形状をし
ている。前記レーザビームは水平方向に射出され、ミラー７０２によって鉛直方向から２
０°前後の方向に偏向される。その後、水平方向に配置された凸レンズ７０３により集光
される。Ｘ－Ｙステージ７０４に基板７０５を固定し、基板上に形成された半導体層上の
照射面を、凸レンズ７０３の焦点に合わせる。このとき、照射面が凸レンズ７０３と平行
になるように配置する。すなわち基板７０５は水平配置される。凸レンズ７０３には、２
０°前後の角度でレーザビームが入射するため、凸レンズの非点収差によって、照射面で
のレーザビーム光の形状は楕円形状となる。照射面におけるビーム形状は、凸レンズ７０
３への入射角度によって決定するため、凸レンズに対し、鉛直方向により大きな角度を持
ってレーザビームを入射させることによって、さらにアスペクト比の大きい楕円とするこ
とが出来るが、反面、焦点深度が浅くなるために均一な照射が困難となることから、偏向
角度は２０°前後が妥当であるとしている。
【００５９】
基板全面の半導体層を結晶化するためには、適当な照射ピッチで楕円ビームをその長径方
向にずらしながら基板上を走査させることを繰り返す必要がある。この動作は、レーザ発
振器７０１、ミラー７０２、凸レンズ７０３からなるレーザ出力部分を固定し、Ｘ－Ｙス
テージ７０４を用いて、基板上を楕円ビームが走査するように基板を移動させて行う。照
射対象である基板のサイズが、図７においてＸ方向６００ [mm]、Ｙ方向７２０ [mm]である
とし、楕円ビームの長軸長さが２００ [μ m]であるとき、図７に示す方向で走査すると、
３０００回 (１５００往復 )の走査によって、基板全面にレーザ照射を行うことが出来る。
【００６０】
また、後の実施例で詳しく説明するが、レーザ発振器を複数台用い、楕円ビームを長軸方
向に複数並べて平行に走査することにより、走査回数を減らし、処理時間を短縮すること
も可能である。こうすることにより、単体レーザ光の両端部における、エネルギー密度の
低い部分が隣接間で互いに重なり合い、エネルギー密度を高くすることが出来る。よって
、有効照射領域を広く、かつ１回の照射領域における有効照射領域の割合を大きくするこ
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とが出来、回路レイアウトの際の制約をより小さくすることも出来る。
【００６１】
なお、本実施例は他の実施例と組み合わせて実施することが可能である。
【００６２】
[実施例２ ]
本実施例においては、実施例１とは異なる光学系を用いてレーザビームの偏光を行う例に
ついて、図８に沿って説明する。
【００６３】
レーザ発振器８０１から射出されたレーザビームは、図８中、Ａで示すように円形状をし
ている。前記レーザビームは水平方向に射出され、ミラー８０２によって鉛直方向に偏向
される。その後、第１のシリンドリカルレンズ８０３によってＸ方向に集光される。この
ときのビーム形状は、図８中、Ｂで示すように、円形状がＸ方向に集光されて、Ｙ方向を
長軸とする楕円形状となる。続いて、第２のシリンドリカルレンズ８０４によってＹ方向
に集光される。このときのビーム形状は、図８中、Ｃで示すように、さらにＹ方向に集光
されて、Ｘ方向を長軸とする楕円形状となる。このような光学系を用いると、実施例２で
示したよりもさらにアスペクト比の大きい楕円形状のビームを得ることが出来る。その後
、Ｘ－Ｙステージ８０５に固定された基板８０６に照射される。基板上のレーザビームの
走査については、実施例３と同様にして行えばよい。
【００６４】
　また、レーザ発振器を複数台用い、楕円ビームを に示すように長軸方向に複数並べ
て平行に走査することにより、走査回数を減らし、処理時間を短縮することも可能である
。こうすることにより、単体レーザ光の両端部における、エネルギー密度の低い部分が隣
接間で互いに重なり合い、エネルギー密度を高めることが出来る。よって、有効照射領域
を広くすることが出来、より回路レイアウトに制約を与えないようにすることも出来る。
【００６５】
なお、本実施例は他の実施例と組み合わせて実施することが可能である。
【００６６】
[実施例３ ]
ＣＷレーザによって、実施形態に示した工程に従って半導体層を結晶化する場合、単体の
レーザ発振器より発振されるレーザ光の、被照射面における形状は、楕円形状もしくは矩
形状である。また、照射面でのエネルギー密度を高めるためにレーザ光をスポット状に絞
り込んでいるため、その照射範囲は図６ (Ａ )に示すようになる。
【００６７】
スポット状に絞り込んだレーザ光の中では、さらにエネルギー密度に分布がある。図６ (
Ａ )において、長軸方向、Ｘ断面すなわち楕円の長軸方向におけるエネルギー分布を図６ (
Ｂ )に示す。
【００６８】
図６ (Ｂ )に示すように、レーザ光スポットの中では、中心部から端部に向かって徐々にエ
ネルギー密度が減少する分布を有する。ここで、Ｅと示しているのは、半導体層を良好に
結晶化させるために最低限必要なエネルギー密度とする。すると、図６ (Ｃ )において、Ｄ
で示した範囲のレーザ光が照射された半導体層は良好に結晶化し、優れた電気的特性を有
する。反面、ｄで示した範囲のレーザ光が照射された半導体層は、レーザ光のエネルギー
密度が十分でないために溶融が十分でなく、微結晶化する。このような領域においては十
分な電気的特性が得られないため、活性層として用いるには適さない。
【００６９】
本発明のように、複数のＴＦＴを１つの第１の島状半導体層をパターニングして得られる
半導体層を用いて作製するには、Ｄで示した範囲がより広いことが望ましい。しかしレー
ザ光スポット径を大きくするには限度があるため、その限られた幅で回路を構成しようと
すると、素子のレイアウトが困難になる。結果として配線等の引き回しが長くなり、非効
率な回路レイアウトとなってしまう。
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【００７０】
そこで本実施例においては、複数のレーザ発振器から出力されるレーザ光を用いて、効率
的なレーザ照射を行う方法の一例について説明する。
【００７１】
図４ (Ａ )を参照する。４０１～４０３は、それぞれ異なる３台のレーザ発振器より出力さ
れたレーザ光を、光学系を用いてスポット状に集光したものである。各レーザ光スポット
４０１～４０３は、各楕円の長軸が直線上に並び、かつ互いのレーザ光スポットの一部が
重なることによって合成され、１つのレーザ光スポットとなっている。
【００７２】
図４ (Ｂ )に、各レーザ光スポット４０１～４０３の、長軸方向のエネルギー密度分布を４
０４～４０６で示す。各スポットのエネルギー密度は等しく、そのピーク値はＥ 0で表さ
れる。合成されたレーザ光スポットにおいては、重なり合う領域のエネルギー密度は加算
され、図４ (Ｂ )に４０７で示したようなエネルギー密度分布となる。
【００７３】
このとき、隣接したスポット４０４、４０５が重なり合う領域と、４０５、４０６が重な
り合う領域においては、２つのスポットのエネルギー密度が加算され、半導体層を良好に
結晶化させるのに十分なエネルギー密度を有する。よって、合成後のスポット形状は、図
４ (Ｃ )に４０８で示す形状となり、この中で半導体層を良好に結晶化させることの出来る
範囲はＤ 0となる。
【００７４】
なお、隣接したスポットの重なり合う領域におけるエネルギー密度の和は、単体スポット
のピーク値Ｅ 0に等しくなるのが理想であるが、Ｄ 0の範囲で半導体層を良好に、かつ均一
に結晶化できる範囲の値となるように、適宜スポットの重なり幅を設定すれば良い。
【００７５】
図４ (Ａ )(Ｃ )からわかるように、複数のレーザ光スポットを重ね合わせてエネルギー密度
の低い部分を互いに補うようにすることで、より広い幅でのレーザ照射が可能となる。
【００７６】
結果、図５ (Ａ )～ (Ｃ )に示すように、複数の第２の島状半導体層が形成される、幅の大き
い第１の島状半導体層５０１を結晶化する場合、合成レーザ光スポット５０２を用いて、
ただ１回の走査で完了することが出来る。よって第１の島状半導体層５０１は、図５ (Ｂ )
にて５０４で示す１点が最初にレーザ光スポットと接触して結晶化を開始し、 (１００ )配
向面を有する結晶が成長する。得られた第１の島状半導体層５０５の結晶状態は (１００ )
配向面の率の高が高く、良好なものとなる。
【００７７】
さらに、図５ (Ｄ )に示すように、パターニングによって第２の島状半導体層５０６が形成
される。このとき、ＴＦＴのチャネル長方向、すなわち電荷の移動方向が、結晶粒の長軸
方向、すなわちレーザ光スポットの走査方向と平行あるいはそれに準ずる方向となるよう
にレイアウトすることによって、ＴＦＴのチャネル形成領域における電荷の移動が、結晶
粒界に妨げられるのを少なくすることが出来る。
【００７８】
以後、図５ (Ｅ )に示すように、ゲート電極、配線等が形成され、回路が完成する。ここで
は、２つの作動増幅回路５０７、５０８が形成されている。
【００７９】
図４に戻る。合成レーザ光スポットの使用は、単に広い領域の走査を可能とするだけでな
く、効率面でも有利である。単独のレーザ光を用いた場合の照射領域の幅は (Ｄ＋２ｄ )で
あり、図４ (Ｃ )に示したような合成レーザ光スポットを用いた場合の照射領域の幅は (Ｄ 0

＋２ｄ )である。レーザ光スポット１走査幅あたり、良好な結晶化が行える幅の比は、前
者は (Ｄ／ (Ｄ＋２ｄ ))であり、後者は (Ｄ 0／ (Ｄ 0＋２ｄ ))となる。Ｄ＜Ｄ 0であるから、
より効率良く、良好な結晶化を行うことが出来るといえる。
【００８０】
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また、合成レーザ光スポットにおいて、長軸方向の両端に位置する、エネルギー密度の低
い領域を、図４ (Ｄ )に示すように、スリット４０９を用いて遮蔽し、半導体層に当たらな
いようにするとより望ましい。このとき、半導体層表面でのスポット形状は、図４ (Ｅ )に
示すようになり、長軸方向にＤ 1 (＜Ｄ 0 )の幅を有する、矩形に近い形状となる。
【００８１】
このような形状で半導体層に照射されるレーザ光スポットにおいては、そのスポットにお
いて、エネルギー密度の低い領域が存在しない。もしくは存在しても、スリットを用いて
いない場合と比較してはるかに幅が小さいので、レーザ光スポットの照射端部が第１の島
状半導体層上を走査しないようにスポット位置を制御するのがより容易になる。よって、
レーザ光の走査経路および、第１の島状半導体層または第２の島状半導体層のレイアウト
時の制約を小さくすることが出来る。
【００８２】
さらに、スリットを用いることで、レーザ発振器の出力を止めることなく、エネルギー密
度を一定に保ったままでレーザ光スポットの幅を変更することが出来るため、レーザ光ス
ポットの照射端部が第２の島状半導体層もしくはそのチャネル形成領域を走査するのを防
ぐことが出来る。また、基板上の不必要な領域にもレーザ光を照射して、基板にダメージ
が与えられるのを防ぐ効果も期待できる。
【００８３】
[実施例４ ]
本発明において用いられるレーザ照射装置の制御系を含めた構成について、図９ (Ａ )を用
いて説明する。９０１はレーザ発振器である。図９ (Ａ )では３つのレーザ発振器を用いて
いるが、レーザ照射装置が有するレーザ発振器はこの数に限定されない。
【００８４】
図９ (Ａ )のレーザ照射装置は、中央演算処理装置及びメモリ等の記憶手段を兼ね備えたコ
ンピュータ９０８を有している。コンピュータ９０８は、レーザ発振器９０１の発振を制
御し、なおかつレーザ光スポットがマスクのパターン情報に従って定められる領域を覆う
ように、基板１０６へのレーザ光スポットの照射位置を制御すべく、基板を所定の位置に
移動させることができる。
【００８５】
なお、レーザ発振器９０１は、チラー９０２を用いてその温度を一定に保つようにしても
良い。チラー９０２は必ずしも設ける必要はないが、レーザ発振器９０１の温度を一定に
保つことで、出力されるレーザ光のエネルギーが温度によってばらつくのを抑えることが
できる。
【００８６】
また９０４は光学系であり、レーザ発振器９０１から出力された光路を変更したり、その
レーザ光スポットの形状を加工したりして、レーザ光を集光することができる。さらに、
図９ (Ａ )のレーザ照射装置では、光学系９０４によって、複数のレーザ発振器９０１から
出力されたレーザ光スポットを互いに一部を重ね合わせることで、合成することができる
。
【００８７】
なお、レーザ光を一次的に完全に遮蔽することができるＡＯ変調器９０３を、被処理物で
ある基板９０６とレーザ発振器９０１との間の光路に設けても良い。また、ＡＯ変調器９
０３の代わりに、テニュエイター (光量調整フィルタ )を設けて、レーザ光のエネルギー密
度を調整するようにしても良い。
【００８８】
また、被処理物である基板９０６とレーザ発振器９０１との間の光路に、レーザ発振器９
０１から出力されたレーザ光のエネルギー密度を測定する手段 (エネルギー密度測定手段 )
９１０を設け、測定したエネルギー密度の経時変化をコンピュータ９０８において監視す
るようにしても良い。この場合、レーザ光のエネルギー密度の減衰を補うように、レーザ
発振器９０１からの出力を高めるようにしても良い。
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【００８９】
合成されたレーザ光スポットは、スリット９０５を介して被処理物である基板９０６に照
射される。スリット９０５は、レーザ光を遮ることが可能であり、なおかつレーザ光によ
って変形または損傷しないような材質で形成するのが望ましい。そして、スリット９０５
はスリットの幅が可変であり、当該スリットの幅によってレーザ光スポットの幅を変更す
ることができる。
【００９０】
なお、スリット９０５を介さない場合の、レーザ発振器９０１から発振されるレーザ光の
基板９０６におけるレーザ光スポットの形状は、レーザの種類によって異なり、また光学
系により成形することもできる。
【００９１】
基板９０６はＸ－Ｙステージ９０７上に載置されている。図９ (Ａ )では、Ｘ－Ｙステージ
９０７は、コンピュータによって制御され、被処理物すなわち基板９０６を移動すること
によってレーザ光スポットの照射位置を制御している。
【００９２】
さらに本発明では、コンピュータ９０８によって、スリット９０５の幅を制御し、マスク
のパターン情報に従ってレーザ光スポットの幅を変更することができる。
【００９３】
さらに図９ (Ａ )のレーザ照射装置は、被処理物の温度を調節する手段を備えていても良い
。また、レーザ光は指向性およびエネルギー密度の高い光であるため、ダンパーを設けて
、反射光が不適切な箇所に照射されるのを防ぐようにしても良い。ダンパーは、反射光を
吸収させる性質を有していることが望ましく、ダンパー内に冷却水を循環させておき、反
射光の吸収により隔壁の温度が上昇するのを防ぐようにしても良い。また、Ｘ－Ｙステー
ジ９０７に基板９０６を加熱するための手段 (基板加熱手段 )を設けるようにしても良い。
【００９４】
なお、アライメントマーカーをレーザで形成する場合、マーカー用のレーザ発振器を設け
るようにしても良い。この場合、マーカー用のレーザ発振器の発振を、コンピュータ９０
８において制御するようにしても良い。さらにマーカー用のレーザ発振器を設ける場合、
マーカー用のレーザ発振器から出力されたレーザ光を集光するための光学系を別途設ける
。なおマーカーを形成する際に用いるレーザは、代表的にはＹＡＧレーザ、ＣＯ 2レーザ
等が挙げられるが、もちろんこの他のレーザを用いて形成することは可能である。
【００９５】
またマーカーを用いた位置合わせのために、ＣＣＤカメラ９０９を１台、場合によっては
数台設けるようにしても良い。
【００９６】
なお、マーカーを設けずに、ＣＣＤカメラ９０９によって第１の島状半導体層のパターン
を認識し、位置合わせを行うようにしても良い。この場合、コンピュータ９０８に入力さ
れたマスクによる第１の島状半導体層のパターン情報と、ＣＣＤカメラ９０９において収
集された実際の第１の島状半導体層のパターン情報とを照らし合わせて、基板の位置情報
を把握することができる。この場合マーカーを別途設ける必要がない。
【００９７】
なお、図９ (Ａ )では、レーザ発振器を複数台設けたレーザ照射装置の構成について示した
が、レーザ発振器は１台であってもよい。図９ (Ｂ )に、レーザ発振器を１台用いたレーザ
照射装置の構成を示す。図９ (Ｂ )において、９０１はレーザ発振器、９０２はチラーであ
る。また９１０はエネルギー密度測定装置、９０３はＡＯ変調器、９０４は光学系、９０
５はスリット、９０９はＣＣＤカメラである。基板９０６はＸ－Ｙステージ９０７上に設
置され、レーザ光スポットの基板９０６への照射位置が制御されている。そして図９ (Ａ )
に示したものと同様に、コンピュータ９０８によって、レーザ照射装置が有する各手段の
動作が制御されている。図９ (Ａ )と異なるのはレーザ発振器が１つであることである。し
たがって、光学系９０４もまた図９ (Ａ )の場合と異なり、１つのレーザ光を集光する機能
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を有していれば良い。
【００９８】
　図２０（Ａ）に、レーザ光を１回照射する場合の、半導体膜のパターニングのマスクの
形状と、レーザ光スポット２００１の幅の関係を一例として示す。 は
、レーザ光が照射された部分を示している。なお２００２は、４つのレーザ発振装置から
出力されたレーザ光を重ね合わせて合成することで得られる幅Ｗ 3のビームスポットを走
査した部分、２００ は、３つのレーザ発振装置から出力されたレーザ光を重ね合わせて
合成することで得られる幅Ｗ 4のビームスポットを走査した部分である。走査幅は、スリ
ットによって制御しても良いし、一部のレーザ光の出力を停止、もしくはＡＯ変調器を用
いて遮蔽しても良い。
【００９９】
なお本実施例のように、ＡＯ変調器を用いることで、全てのレーザ発振装置の出力を止め
ずにレーザ光スポット２００１の幅を自在に変えることができ、レーザ発振装置の出力を
止めることで出力が不安定になるのを避けることができる。
【０１００】
上記構成により、レーザ光の軌跡の幅を変えることができるので、図２０（Ａ）に示すよ
うに部分的に第１の島状半導体層の幅が異なっていても、レーザ光の軌跡のエッジが、パ
ターニングによって得られる半導体と重なるのを防ぐことができる。また、また不必要な
部分にレーザ光を照射することで基板に与えられるダメージをさらに軽減することができ
る。
【０１０１】
次に、レーザ光照射の途中で、ＡＯ変調器によりレーザ光を遮り、所定の部分にのみレー
ザ光を照射する例について説明する。なおーザー光を遮蔽しているが、本発明はこれに限
定されず、レーザ光を遮蔽できればどのような手段を用いても良い。
【０１０２】
本発明では、コンピュータにおいて、入力されたマスクの情報に基づきレーザ光を走査す
る部分を把握する。さらに本実施例では、走査するべき部分のみにレーザ光が照射される
ようにＡＯ変調器を用いてレーザ光を遮る。このときＡＯ変調器は、レーザ光を遮ること
が可能であり、なおかつレーザ光によって変形または損傷しないような材質で形成するの
が望ましい。
【０１０３】
図２０（Ｂ）に、半導体膜のパターニングのマスクの形状と、レーザ光が照射される部分
の関係を一例として示す。２００１は、レーザ光スポットを示しており、２００４は、レ
ーザ光が照射された部分を示している。図２０（Ｂ）に示すとおり、第１の島状半導体層
が形成されていない部分を走査するときには、ＡＯ変調器によってレーザ光が遮蔽され、
基板上に照射されていない。本実施例では結晶化させる必要のない部分にはレーザ光を照
射しないか、照射されていてもそのエネルギー密度が低くなるようにすることができる。
したがって、不必要な部分にレーザ光を照射することで基板に与えられるダメージをさら
に軽減することができる。
【０１０４】
[実施例５ ]
本実施例においては、本発明の半導体装置の作製方法における工程フローについて説明す
る。
【０１０５】
図１０に、工程フローを示す。まずＣＡＤを用いて半導体装置の回路設計を行う。回路レ
イアウト、すなわちＴＦＴの配置が決定すると、第２の島状半導体層の形成場所も決定す
る。このとき、１つの第１の島状半導体層に含まれる第２の島状半導体層は、チャネル形
成領域における電荷の移動方向を、レーザ光の走査方向と平行もしくはそれに準ずる方向
に揃えるようにすることが望ましいが、用途に応じて意図的に方向を揃えない様にしても
良い。
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【０１０６】
また、このとき第１の島状半導体層と共にマーカーが形成されるように、第１の島状半導
体層のマスクを設計するようにしても良い。
【０１０７】
そして、設計された第１の島状半導体層のマスクの形状に関する情報 (パターン情報 )を、
レーザ照射装置が有するコンピュータに入力する。コンピュータでは、入力された第１の
島状半導体層のパターン情報に基づき、走査方向に対して垂直方向における、各第１の島
状半導体層の幅を算出する。そして、各第１の島状半導体層の幅をもとに、走査方向に対
して垂直方向におけるスリットの幅を設定する。
【０１０８】
そして、スリットの幅をもとに、マーカーの位置を基準として、レーザ光の走査経路を定
める。
【０１０９】
一方、半導体層基板上に成膜し、第１の島状半導体層のマスクを用いて当該半導体層をパ
ターニングし、第１の島状半導体層を形成する。そして第１の島状半導体層が形成された
基板を、レーザ照射装置のステージに設置する。
【０１１０】
そしてマーカーを基準にして、定められた走査経路にしたがってレーザ光を照射し、第１
の島状半導体層を狙って結晶化する。
【０１１１】
そして、レーザ光を照射した後、レーザ光照射により結晶性が高められた第１の島状半導
体層をパターニングし、第２の島状半導体層を形成する。以下、第２の島状半導体層から
ＴＦＴを作製する工程が行われる。ＴＦＴの具体的な作製工程はＴＦＴの形状によって異
なるが、代表的にはゲート絶縁膜を成膜し、第２の島状半導体層に不純物領域を形成する
。そして、ゲート絶縁膜及びゲート電極を覆うように層間絶縁膜を形成し、当該層間絶縁
膜にコンタクトホールを開口し、不純物領域の一部を露出させる。そして当該コンタクト
ホールを介して不純物領域に接するように層間絶縁膜上に配線を形成する。
【０１１２】
次に、アライメントマーカーを形成することなく、ＣＣＤカメラによって基板とマスクの
アライメントを行う例について説明する。
【０１１３】
図１１に、工程フローを示す。まず図１０の場合と同様に、ＣＡＤを用いて半導体装置の
回路設計を行う。回路レイアウト、すなわちＴＦＴの配置が決定すると、第２の島状半導
体層の形成場所も決定する。このとき、１つの第１の島状半導体層に含まれる第２の島状
半導体層は、チャネル形成領域における電荷の移動方向を、レーザ光の走査方向と平行も
しくはそれに準ずる方向に揃えるようにすることが望ましいが、用途に応じて意図的に方
向を揃えない様にしても良い。
【０１１４】
そして、設計された第１の島状半導体層のマスクの形状に関する情報 (パターン情報 )を、
レーザ照射装置が有するコンピュータに入力する。コンピュータでは、入力された第１の
島状半導体層のパターン情報に基づき、走査方向に対して垂直方向における、各第１の島
状半導体層の幅を算出する。そして、各第１の島状半導体層の幅をもとに、走査方向に対
して垂直方向におけるスリットの幅を設定する。
【０１１５】
一方、半導体層を基板上に成膜し、第１の島状半導体層のマスクを用いて当該半導体層を
パターニングし、第１の島状半導体層を形成する。そして第１の島状半導体層が形成され
た基板を、レーザ照射装置のステージに設置する。
【０１１６】
そして、ステージに設置された基板上の第１の島状半導体層のパターン情報を、ＣＣＤカ
メラにより検出し、コンピュータに情報として入力する。コンピュータではＣＡＤによっ
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て設計された第１の島状半導体層のパターン情報と、ＣＣＤカメラによって得られる、実
際に基板上に形成された第１の島状半導体層のパターン情報とを照らし合わせ、基板とマ
スクとの位置合わせを行う。
【０１１７】
また該スリットの幅と、ＣＣＤカメラによる第１の島状半導体層の位置情報とをもとに、
レーザ光の走査経路を決定する。
【０１１８】
そして、定められた走査経路にしたがってレーザ光を照射し、第１の島状半導体層を狙っ
て結晶化する。
【０１１９】
次に、レーザ光を照射した後、結晶性が高められた第１の島状半導体層をパターニングし
、第２の島状半導体層を形成する。以下、第２の島状半導体層からＴＦＴを作製する工程
が行われる。ＴＦＴの具体的な作製工程はＴＦＴの形状によって異なるが、代表的にはゲ
ート絶縁膜を成膜し、第２の島状半導体層に不純物領域を形成する。そして、ゲート絶縁
膜及びゲート電極を覆うように層間絶縁膜を形成し、当該層間絶縁膜にコンタクトホール
を開口し、不純物領域の一部を露出させる。そして当該コンタクトホールを介して不純物
領域に接するように層間絶縁膜上に配線を形成する。
【０１２０】
次に、レーザ光の照射を複数回行う例について説明する。ここでは、例として１度レーザ
照射を行った後、方向を変えて２度目のレーザ照射を行う工程を挙げる。
【０１２１】
図１２に、工程フローを示す。まずＣＡＤを用いて半導体装置の回路設計を行う。回路レ
イアウト、すなわちＴＦＴの配置が決定すると、第２の島状半導体層の形成場所も決定す
る。このとき、１つの第１の島状半導体層に含まれる第２の島状半導体層は、チャネル形
成領域における電荷の移動方向を、レーザ光の走査方向と平行もしくはそれに準ずる方向
に揃えるようにすることが望ましいが、用途に応じて意図的に方向を揃えない様にしても
良い。
【０１２２】
そして、設計された第１の島状半導体層のマスクの形状に関する情報 (パターン情報 )を、
レーザ照射装置が有するコンピュータに入力する。コンピュータでは、入力された第１の
島状半導体層のパターン情報に基づき、２つの各走査方向それぞれに対して垂直方向にお
ける、各第１の島状半導体層の幅を２通り算出する。そして、各第１の島状半導体層の幅
をもとに、２つの各走査方向に対して垂直方向におけるスリットの幅をそれぞれ算出する
。
【０１２３】
そして、２つの各走査方向において、それぞれ定められたスリットの幅をもとに、マーカ
ーの位置を基準として、レーザ光の走査経路を定める。
【０１２４】
一方、半導体層を基板上に成膜し、第１の島状半導体層のマスクを用いて該半導体層をパ
ターニングし、第１の島状半導体層を形成する。そして第１の島状半導体層が形成された
基板を、レーザ照射装置のステージに設置する。
【０１２５】
そしてマーカーを基準にして、定められた２つの走査経路のうち、第１の走査経路にした
がって第１のレーザ光を照射し、第１の島状半導体層を狙って結晶化する。
【０１２６】
そして、走査方向を変え、第２の走査経路にしたがって、第２のレーザ光を照射し、第１
の島状半導体層を狙って結晶化する。
【０１２７】
なお、１回目のレーザ光の走査方向と２回目のレーザ光の走査方向の角度は、予めメモリ
等に記憶しておいても良いし、手動でその都度入力するようにしても良い。

10

20

30

40

50

(18) JP 3992976 B2 2007.10.17



【０１２８】
なお図１２では、同じ第１の島状半導体層に２回レーザー光を照射する例について示した
が、ＡＯ変調器等を用いることで、場所指定して走査方向を変えることも可能である。例
えば信号線駆動回路における走査方向と画素部及び走査線駆動回路における走査方向とを
異ならせ、ＡＯ変調器を用いて信号線駆動回路となる部分においてレーザ光を照射する場
合は、ＡＯ変調器を用いて画素部及び走査線駆動回路となる部分においてレーザ光が照射
されないようにし、画素部及び走査線駆動回路となる部分においてレーザ光を照射する場
合は、ＡＯ変調器を用いて信号線駆動回路となる部分においてレーザ光が照射されないよ
うにすることができる。そしてこの場合、コンピュータにおいてＡＯ変調器を位置制御手
段と同期させるようにする。
【０１２９】
なお、レーザ光を照射した後、結晶性が高められた第１の島状半導体層をパターニングし
、第２の島状半導体層を形成する。以下、第２の島状半導体層からＴＦＴを作製する工程
が行われる。ＴＦＴの具体的な作製工程はＴＦＴの形状によって異なるが、代表的にはゲ
ート絶縁膜を成膜し、第２の島状半導体層に不純物領域を形成する。そして、ゲート絶縁
膜及びゲート電極を覆うように層間絶縁膜を形成し、当該層間絶縁膜にコンタクトホール
を開口し、不純物領域の一部を露出させる。そして当該コンタクトホールを介して不純物
領域に接するように層間絶縁膜上に配線を形成する。
【０１３０】
比較対象のために、図１３に従来の半導体装置の工程フローを示す。図１３に示すように
、ＣＡＤによる半導体装置のマスク設計が行われる。一方で、基板に非晶質半導体層を成
膜し、当該非晶質半導体層が成膜された基板をレーザ照射装置に設置する。そして、非晶
質半導体層全面にレーザ光が照射されるように走査し、非晶質半導体層を結晶化させる。
そして、結晶化により得られた多結晶半導体層にアライメントマーカーを形成し、当該ア
ライメントマーカーを基準として多結晶半導体層をパターニングして第２の島状半導体層
を形成する。そして当該第２の島状半導体層を用いてＴＦＴを作製する。
【０１３１】
このように本発明では、図１３に示すような従来の場合とは異なり、アライメントマーカ
ーをレーザ光を用いて非晶質半導体層を結晶化させる前に形成する。そして、半導体層の
パターニングのマスクの情報に従って、レーザ光を走査させる。
【０１３２】
上記構成により、基板上の半導体層のうち、パターニングにより除去される部分にレーザ
光を照射する時間を省くことができるので、レーザ光照射にかかる時間を短縮化すること
ができ、なおかつ基板の処理速度を向上させることができる。
【０１３３】
なお、レーザ光による結晶化工程の前に、触媒を用いて半導体層を結晶化させる工程を含
んでいても良い。触媒元素を用いる場合、特開平７－１３０６５２号公報、特開平８－７
８３２９号公報で開示された技術を用いることが望ましい。
【０１３４】
触媒を用いて半導体層を結晶化させる工程を含んでいる場合、非晶質半導体層を成膜後に
Ｎｉを用いて結晶化させる工程 (ＮｉＳＰＣ )を含んでいる。例えば特開平７－１３０６５
２号公報に開示されている技術を用いる場合、重量換算で１０ [ppm]のニッケルを含む酢
酸ニッケル塩溶液を非晶質半導体層に塗布してニッケル含有層を形成し、５００℃、１時
間の脱水素工程の後、５００～６５０ [℃ ]で４～１２時間、例えば５５０ [℃ ]、８時間の
熱処理を行い結晶化する。尚、使用可能な触媒元素は、ニッケル (Ｎｉ )の以外にも、ゲル
マニウム (Ｇｅ )、鉄 (Ｆｅ )、パラジウム (Ｐｄ )、スズ (Ｓｎ )、鉛 (Ｐｂ )、コバルト (Ｃｏ )
、白金 (Ｐｔ )、銅 (Ｃｕ )、金 (Ａｕ )、といった元素を用いても良い。
【０１３５】
そして、レーザ光照射により、ＮｉＳＰＣにより結晶化された半導体層の結晶性をさらに
高める。レーザ光照射により得られた多結晶半導体層は触媒元素を含んでおり、レーザ光
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照射後にその触媒元素を結晶質半導体層から除去する工程 (ゲッタリング )を行う。ゲッタ
リングは特開平１０－１３５４６８号公報または特開平１０－１３５４６９号公報等に記
載された技術を用いることができる。
【０１３６】
具体的には、レーザ照射後に得られる多結晶半導体層の一部にリンを添加し、窒素雰囲気
中で５５０～８００ [℃ ]、５～２４時間、例えば６００ [℃ ]、１２時間の熱処理を行う。
すると多結晶半導体層のリンが添加された領域がゲッタリングサイトとして働き、多結晶
半導体層中に存在するリンを、当該ゲッタリングサイトに偏析させることができる。その
後、多結晶半導体層のリンが添加された領域をパターニングにより除去することで、触媒
元素の濃度を１×１０ 1 7 atms/cm3以下好ましくは１×１０ 1 6 atms/cm3程度にまで低減され
た第２の島状半導体層を得ることができる。
【０１３７】
[実施例６ ]
本実施例においては、基板上の回路配置とＣＷレーザ照射方向等について数例を挙げて説
明する。
【０１３８】
表示装置の構成例としては、図１４ (Ａ )に示すように、基板１４００の中央部に画素部１
４０１を有し、画素部１４０１の上側もしくは下側に、ソース信号線駆動回路１４０２を
有し、画素部１４０１の左右いずれかもしくは両側に、ゲート信号線駆動回路１４０３を
有する構成が一般的といえる。各駆動回路を動作させるための信号および電源は、基板外
部よりフレキシブルプリント基板 (Flexible Print Circuit：ＦＰＣ )１４０４を介して入
力される。
【０１３９】
図１４ (Ａ )に示すように、ソース信号線駆動回路１４０２は、画素の列方向に延びて配置
されており、ゲート信号線駆動回路１４０３は、画素の行方向に延びて配置されているた
め、実施形態に示したようにＣＷレーザ照射を行うと、図１４ (Ｂ )に示すように、ソース
信号線駆動回路の配置方向に方向を合わせた場合、ゲート信号線駆動回路の配置方向に、
ＣＷレーザの照射方向が合致しないことになる。しかし、一般的に高速駆動が要求される
ソース信号線駆動回路に対し、ゲート信号線駆動回路は、その駆動周波数はおよそ数百分
の１で良く、仮にゲート信号線駆動回路を構成するＴＦＴの活性層に微結晶半導体層でな
る部分が含まれていたとしても、回路の動作に関しては問題ないといえる。
【０１４０】
ここで、図１４ (Ｃ )に示すように、走査方向を途中で切り替える方法を用いても良い。つ
まり、第１に、ソース信号線駆動回路に合わせて、第１のレーザ走査を行い、続いて、基
板を固定しているステージを９０°回転させる等によって、レーザの走査方向を変更し、
今度はゲート信号線駆動回路と画素部とに合わせて、第２のＣＷレーザ照射を行っても良
い。
【０１４１】
また、図１４ (Ｄ )に示すように、特願２００１－２４１４６３号に記載の技術によって、
ソース信号線駆動回路１４０２と、ゲート信号線駆動回路１４０３とを、画素部の１辺側
、もしくは対向する２辺の側に平行配置することにより、図１４ (Ｅ )に示すように、１度
のＣＷレーザ照射によって結晶化し、かつ画素部、駆動回路における半導体層を、１方向
のみのレーザ光照射によって構成することが可能となる。
【０１４２】
本実施例にて示した方法はあくまでも一例であり、例えば高速駆動が要求される駆動回路
部のみをレーザ照射によって結晶化し、画素部等、比較的高速駆動が必要でない部分にお
いては、従来の結晶化方法を用いて作製しても良い。なお、本実施例は他の実施例と組み
合わせて実施することが可能である。
【０１４３】
[実施例７ ]
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本実施例では、アクティブマトリクス基板の作製方法について図１５、１６を用いて説明
する。本明細書ではＣＭＯＳ回路を有する駆動回路と、画素部とを同一基板上に形成され
た基板を、便宜上アクティブマトリクス基板と呼ぶ。
【０１４４】
まず、本実施例ではバリウムホウケイ酸ガラス、またはアルミノホウケイ酸ガラスなどの
ガラスからなる基板５００１を用いる。なお、基板５００１としては、石英基板やシリコ
ン基板、金属基板またはステンレス基板の表面に絶縁膜を形成したものを用いても良い。
また、本実施例の処理温度に耐えうる耐熱性が有するプラスチック基板を用いてもよい。
【０１４５】
次いで、基板５００１上に酸化珪素膜、窒化珪素膜または酸化窒化珪素膜などの絶縁膜か
ら成る下地膜５００２を公知の手段 (スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法等 )に
より形成する。本実施例では下地膜５００２として下地膜５００２ａ、５００２ｂの２層
の下地膜を用いるが、前記絶縁膜の単層膜または２層以上積層させた構造を用いても良い
。
【０１４６】
次いで、下地膜５００２上に、公知の手段 (スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ
法等 )により２５～８０ [nm](好ましくは３０～６０ [nm])の厚さで半導体層５００３を形
成する。なお、この半導体層は、非晶質半導体層であっても良いし、微結晶半導体層、あ
るいは結晶性半導体層であっても良い。また、非晶質珪素ゲルマニウム膜などの非晶質構
造を有する化合物半導体層を用いても良い (図１５ (Ａ ))。
【０１４７】
次に、半導体層５００３をパターニングし、フッ化ハロゲン、例えば、ＣｌＦ、ＣｌＦ 3

、ＢｒＦ、ＢｒＦ 3、ＩＦ、ＩＦ 3等を含む雰囲気で異方性ドライエッチング法によりエッ
チング (第１のエッチング処理 )することで、第１の島状半導体層５００４～５００６を形
成する (図１５ (Ｂ ))。
【０１４８】
次に、第１の島状半導体層５００４～５００６をレーザ結晶化法により結晶化させる。半
導体層が微結晶半導体層、あるいは結晶性半導体層の場合、この工程によってその結晶性
がさらに高められる。レーザ結晶化法は、本発明の実施形態や実施例１～６に記載された
レーザ照射方法を用いて行う。具体的には、レーザ照射装置のコンピュータに入力された
マスクの情報に従って、第１の島状半導体層５００４～５００６に選択的にレーザ光を照
射する。もちろん、レーザ結晶化法だけでなく、他の公知の結晶化法 (ＲＴＡやファーネ
スアニール炉を用いた熱結晶化法、結晶化を助長する金属元素を用いた熱結晶化法等 )と
組み合わせて行ってもよい。
【０１４９】
半導体層の結晶化に際しては、連続発振が可能な固体レーザを用い、基本波の第２高調波
～第４高調波を用いることで、大粒径の結晶を得ることができる。代表的には、Ｎｄ :Ｙ
ＶＯ 4レーザ (基本波１０６４ [nm])の第２高調波 (５３２ [nm])や第３高調波 (３５５ [nm])
を用いるのが望ましい。具体的には、出力１０ [Ｗ ]の連続発振のＹＶＯ 4レーザから射出
されたレーザ光を非線形光学素子により高調波に変換する。また、共振器の中にＹＶＯ 4

結晶と非線形光学素子を入れて、高調波を射出する方法もある。そして、好ましくは光学
系により照射面にて矩形状または楕円形状のレーザ光に成形して、被処理体に照射する。
このときのエネルギー密度は０．０１～１００ [MW/cm2 ]程度 (好ましくは０．１～１０ [MW
/cm2 ])が必要である。そして、１０～２０００ [cm/s]程度の速度でレーザ光に対して相対
的に半導体層が形成された基板５００１を移動させて照射する。
【０１５０】
なおレーザ照射は、パルス発振または連続発振の気体レーザもしくは固体レーザを用いる
ことができる。気体レーザとして、エキシマレーザ、Ａｒレーザー、Ｋｒレーザーなどが
あり、固体レーザとして、ＹＡＧレーザ、ＹＶＯ 4レーザー、ＹＬＦレーザ、ＹＡｌＯ 3レ
ーザー、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライドレーザ、Ｔｉ：サファイアレ
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ーザなどが挙げられる。固体レーザとしては、Ｃｒ、Ｎｄ、Ｅｒ、Ｈｏ、Ｃｅ、Ｃｏ、Ｔ
ｉ又はＴｍがドーピングされたＹＡＧ、ＹＶＯ 4、ＹＬＦ、ＹＡｌＯ 3などの結晶を使った
レーザ等も使用可能である。当該レーザの基本波はドーピングする材料によって異なり、
１ [μ m]前後の基本波を有するレーザ光が得られる。基本波に対する高調波は、非線形光
学素子を用いることで得ることができる。
【０１５１】
上述したレーザ結晶化によって、第１の島状半導体層５００４～５００６にレーザ光が照
射され、結晶性が高められる (図１５ (Ｃ ))。
【０１５２】
次に、結晶性が高められた第１の島状半導体層５００４～５００６を所望の形状にパター
ニング (第２のエッチング処理 )して、第２の島状半導体層５００８～５０１１を形成する
(図１５ (Ｄ ))。
【０１５３】
また、第２の島状半導体層５００８～５０１１を形成した後、ＴＦＴのしきい値を制御す
るために微量な不純物元素 (ボロンまたはリン )のドーピングを行ってもよい。
【０１５４】
次いで、第２の島状半導体層５００８～５０１１を覆うゲート絶縁膜５０１２を形成する
。ゲート絶縁膜５０１２はプラズマＣＶＤ法またはスパッタ法を用い、厚さを４０～１５
０ [nm]として珪素を含む絶縁膜で形成する。本実施例では、プラズマＣＶＤ法により１１
０ [nm]の厚さで酸化窒化珪素膜 (組成比Ｓｉ＝３２ [％ ]、Ｏ＝５９ [％ ]、Ｎ＝７ [％ ]、Ｈ
＝２ [％ ])で形成した。勿論、ゲート絶縁膜は酸化窒化珪素膜に限定されるものでなく、
他の珪素を含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。
【０１５５】
また、酸化珪素膜を用いる場合には、プラズマＣＶＤ法でＴＥＯＳ (Tetraethyl Orthosil
icate)とＯ 2とを混合し、反応圧力４０ [Pa]、基板温度３００～４００ [℃ ]とし、高周波 (
１３．５６ [MHz])電力密度０．５～０．８ [W/cm2 ]で放電させて形成することができる。
このようにして作製される酸化珪素膜は、その後４００～５００ [℃ ]の熱アニールにより
ゲート絶縁膜として良好な特性を得ることができる。
【０１５６】
次いで、ゲート絶縁膜５０１２上に膜厚２０～１００ [nm]の第１の導電層５０１３と、膜
厚１００～４００ [nm]の第２の導電層５０１４とを積層形成する。本実施例では、膜厚３
０ [nm]のＴａＮ膜からなる第１の導電層５０１３と、膜厚３７０ [nm]のＷ膜からなる第２
の導電層５０１４を積層形成した。ＴａＮ膜はスパッタ法で形成し、Ｔａのターゲットを
用い、窒素を含む雰囲気内でスパッタする。また、Ｗ膜は、Ｗのターゲットを用いたスパ
ッタ法で形成した。その他に６フッ化タングステン (ＷＦ 6 )を用いる熱ＣＶＤ法で形成す
ることもできる。いずれにしてもゲート電極として使用するためには低抵抗化を図る必要
があり、Ｗ膜の抵抗率は２０ [μΩ cm]以下にすることが望ましい。Ｗ膜は結晶粒を大きく
することで低抵抗率化を図ることができるが、Ｗ膜中に酸素などの不純物元素が多い場合
には結晶化が阻害され高抵抗化する。従って、本実施例では、高純度のＷ (純度９９．９
９９９ [％ ])のターゲットを用いたスパッタ法で、さらに成膜時に気相中からの不純物の
混入がないように十分配慮してＷ膜を形成することにより、抵抗率９～２０ [μΩ cm]を実
現することができる。
【０１５７】
なお、本実施例では、第１の導電層５０１３をＴａＮ、第２の導電層５０１４をＷとした
が、特に限定されず、いずれもＴａ、Ｗ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｎｄから選ば
れた元素、または前記元素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料で形成してもよい
。また、リン等の不純物元素をドーピングした多結晶珪素膜に代表される半導体層を用い
てもよい。また、ＡｇＰｄＣｕ合金を用いてもよい。また、第１の導電層をタンタル (Ｔ
ａ )膜で形成し、第２の導電層をＷ膜とする組み合わせ、第１の導電層を窒化チタン (Ｔｉ
Ｎ )膜で形成し、第２の導電層をＷ膜とする組み合わせ、第１の導電層を窒化タンタル (Ｔ
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ａＮ )で形成し、第２の導電層をＷとする組み合わせ、第１の導電層を窒化タンタル (Ｔａ
Ｎ )膜で形成し、第２の導電層をＡｌ膜とする組み合わせ、第１の導電層を窒化タンタル (
ＴａＮ )膜で形成し、第２の導電層をＣｕ膜とする組み合わせとしてもよい。
【０１５８】
また、２層構造に限定されず、例えば、タングステン膜、アルミニウムとシリコンの合金
(Ａｌ－Ｓｉ )膜、窒化チタン膜を順次積層した３層構造としてもよい。また、３層構造と
する場合、タングステンに代えて窒化タングステンを用いてもよいし、アルミニウムとシ
リコンの合金 (Ａｌ－Ｓｉ )膜に代えてアルミニウムとチタンの合金膜 (Ａｌ－Ｔｉ )を用い
てもよいし、窒化チタン膜に代えてチタン膜を用いてもよい。
【０１５９】
なお、導電層の材料によって、適宜最適なエッチングの方法や、エッチャントの種類を選
択することが重要である (図１５ (Ｅ ))。
【０１６０】
次に、フォトリソグラフィ法を用いてレジストからなるマスク５０１５を形成し、電極及
び配線を形成するための第３のエッチング処理を行う。第３のエッチング処理では第１及
び第２のエッチング条件で行う。 (図１５ (Ｆ ))本実施例では第１のエッチング条件として
、ＩＣＰ (Inductively Coupled Plasma：誘導結合型プラズマ )エッチング法を用い、エッ
チング用ガスにＣＦ 4とＣｌ 2とＯ 2とを用い、それぞれのガス流量比を２５：２５：１０ [
sccm]とし、１ [Pa]の圧力でコイル型の電極に５００ [Ｗ ]のＲＦ (１３．５６ [MHz])電力を
投入してプラズマを生成してエッチングを行う。基板側 (試料ステージ )にも１５０ [Ｗ ]の
ＲＦ (１３．５６ [MHz])電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。この
第１のエッチング条件によりＷ膜をエッチングして第１の導電層の端部をテーパー形状と
する。
【０１６１】
この後、レジストからなるマスク５０１５を除去せずに第２のエッチング条件に変え、エ
ッチング用ガスにＣＦ 4とＣｌ 2とを用い、それぞれのガス流量比を３０：３０ [sccm]とし
、１ [Pa]の圧力でコイル型の電極に５００ [Ｗ ]のＲＦ (１３．５６ [MHz])電力を投入して
プラズマを生成して約３０秒程度のエッチングを行った。基板側 (試料ステージ )にも２０
[Ｗ ]のＲＦ (１３．５６ [MHz])電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する
。ＣＦ 4とＣｌ 2を混合した第２のエッチング条件ではＷ膜及びＴａＮ膜とも同程度にエッ
チングされる。なお、ゲート絶縁膜上に残渣を残すことなくエッチングするためには、１
０～２０ [％ ]程度の割合でエッチング時間を増加させると良い。
【０１６２】
上記第３のエッチング処理では、レジストからなるマスクの形状を適したものとすること
により、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第１の導電層及び第２の導電層の端
部がテーパー形状となる。このテーパー部の角度は１５～４５°となる。こうして、第３
のエッチング処理により第１の導電層と第２の導電層から成る第１の形状の導電層５０１
６～５０２０ (第１の導電層５０１６ａ～５０２０ａと第２の導電層５０１６ｂ～５０１
６ｂ )を形成する。ゲート絶縁膜５０１２においては、第１の形状の導電層５０１６～５
０２０で覆われない領域は２０～５０ [nm]程度エッチングされ、薄くなった領域が形成さ
れる。
【０１６３】
次いで、レジストからなるマスク５０１５を除去せずに第４のエッチング処理を行う (図
１６ (Ａ ))。ここでは、エッチングガスにＣＦ 4とＣｌ 2とＯ 2とを用い、Ｗ膜を選択的にエ
ッチングする。この時、第４のエッチング処理により第２の導電層５０２１ｂ～５０２５
ｂを形成する。一方、第１の導電層５０１６ａ～５０２０ａは、ほとんどエッチングされ
ず、第２の形状の導電層５０２１～５０２５を形成する。
【０１６４】
そして、レジストからなるマスク５０１５を除去せずに第１のドーピング処理を行い、第
２の島状半導体層にｎ型を付与する不純物元素を低濃度に添加する。ドーピング処理はイ
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オンドープ法、若しくはイオン注入法で行えば良い。イオンドープ法の条件はドーズ量を
１×１０ 1 3～５×１０ 1 4 [/cm2 ]とし、加速電圧を４０～８０ [keV]として行う。本実施例
ではドーズ量を１．５×１０ 1 3 [/cm2 ]とし、加速電圧を６０ [keV]として行う。ｎ型を付
与する不純物元素として１５族に属する元素、典型的にはリン (Ｐ )または砒素 (Ａｓ )を用
いるが、ここではリン (Ｐ )を用いる。この場合、導電層５０２１～５０２５がｎ型を付与
する不純物元素に対するマスクとなり、自己整合的に不純物領域５０２６～５０２９が形
成される。不純物領域５０２６～５０２９には１×１０ 1 8～１×１０ 2 0 [/cm3 ]の濃度範囲
でｎ型を付与する不純物元素を添加する。
【０１６５】
次に、レジストからなるマスク５０１５を除去した後、新たにレジストからなるマスク５
０３０を形成して第１のドーピング処理よりも高い加速電圧で第２のドーピング処理を行
う。イオンドープ法の条件はドーズ量を１×１０ 1 3～１×１０ 1 5 [/cm2 ]とし、加速電圧を
６０～１２０ [keV]として行う。ドーピング処理は第２の導電層５０２１ｂ～５０２５ｂ
を不純物元素に対するマスクとして用い、第１の導電層のテーパー部の下方の第２の島状
半導体層に不純物元素が添加されるようにドーピングする。続いて、第２のドーピング処
理より加速電圧を下げて第３のドーピング処理を行って図１６ (Ｂ )の状態を得る。イオン
ドープ法の条件はドーズ量を１×１０ 1 5～１×１０ 1 7 [/cm2 ]とし、加速電圧を５０～１０
０ [keV]として行う。第２のドーピング処理および第３のドーピング処理により、第１の
導電層と重なる低濃度不純物領域５０３１、５０３２には１×１０ 1 8～５×１０ 1 9 [/cm3 ]
の濃度範囲でｎ型を付与する不純物元素を添加され、高濃度不純物領域５０３４～５０３
６には１×１０ 1 9～５×１０ 2 1 [/cm3 ]の濃度範囲でｎ型を付与する不純物元素が添加され
る。
【０１６６】
もちろん、適当な加速電圧にすることで、第２のドーピング処理および第３のドーピング
処理は１回のドーピング処理で、低濃度不純物領域および高濃度不純物領域を形成するこ
とも可能である。
【０１６７】
次いで、レジストからなるマスク５０３０を除去した後、新たにレジストからなるマスク
５０３７を形成して第４のドーピング処理を行う。この第４のドーピング処理により、ｐ
チャネル型ＴＦＴの活性層となる第２の島状半導体層に前記一導電型とは逆の導電型を付
与する不純物元素が添加された不純物領域５０３８、５０３９を形成する。第２の導電層
５０２１ａ～５０２５ａを不純物元素に対するマスクとして用い、ｐ型を付与する不純物
元素を添加して自己整合的に不純物領域を形成する。本実施例では、不純物領域５０３８
、５０３９はジボラン (Ｂ 2Ｈ 6 )を用いたイオンドープ法で形成する (図１６ (Ｃ ))。この第
４のドーピング処理の際には、ｎチャネル型ＴＦＴを形成する第２の島状半導体層はレジ
ストからなるマスク５０３７で覆われている。第１乃至３のドーピング処理によって、不
純物領域５０３８、５０３９にはそれぞれ異なる濃度でリンが添加されているが、そのい
ずれの領域においてもｐ型を付与する不純物元素の濃度を１×１０ 1 9～５×１０ 2 1 [/cm3 ]
となるようにドーピング処理することにより、ｐチャネル型ＴＦＴのソース領域およびド
レイン領域として機能するために何ら問題は生じない。
【０１６８】
以上までの工程で、それぞれの第２の島状半導体層に不純物領域が形成される。
【０１６９】
次いで、レジストからなるマスク５０３７を除去して第１の層間絶縁膜５０４０を形成す
る。この第１の層間絶縁膜５０４０としては、プラズマＣＶＤ法またはスパッタ法を用い
、厚さを１００～２００ [nm]として珪素を含む絶縁膜で形成する。本実施例では、プラズ
マＣＶＤ法により膜厚１５０ [nm]の酸化窒化珪素膜を形成した。勿論、第１の層間絶縁膜
５０４０は酸化窒化珪素膜に限定されるものでなく、他の珪素を含む絶縁膜を単層または
積層構造として用いても良い。
【０１７０】
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次いで、第２の島状半導体層に添加された不純物を活性化する処理を行う (図１６ (Ｄ ))。
活性化処理としては、レーザアニール法を用いる。レーザアニール法を用いる場合、結晶
化の際に用いたレーザを使用することが可能である。活性化の場合は、移動速度は結晶化
と同じにし、０．０１～１００ [MW/cm2 ]程度 (好ましくは０．０１～１０ [MW/cm2 ])のエネ
ルギー密度が必要となる。また結晶化の際には連続発振のレーザを用い、活性化の際には
パルス発振のレーザを用いるようにしても良い。
【０１７１】
また、第１の層間絶縁膜を形成する前に活性化処理を行っても良い。
【０１７２】
そして、加熱処理 (３００～５５０ [℃ ]で１～１２時間の熱処理 )を行うと水素化を行うこ
とができる。この工程は第１の層間絶縁膜５０４０に含まれる水素により第２の島状半導
体層のダングリングボンドを終端する工程である。第１の層間絶縁膜の存在に関係なく第
２の島状半導体層を水素化することができる。水素化の他の手段として、プラズマ水素化
(プラズマにより励起された水素を用いる )や、３～１００ [％ ]の水素を含む雰囲気中で、
３００～６５０ [℃ ]で１～１２時間の加熱処理を行っても良い。
【０１７３】
次いで、第１の層間絶縁膜５０４０上に無機絶縁膜材料または有機絶縁物材料から成る第
２の層間絶縁膜５０４１を形成する。本実施例では、膜厚１．６ [μ m]のアクリル樹脂膜
を形成した。次に、第２の層間絶縁膜５０４１を形成した後、第２の層間絶縁膜５０４１
に接するように、第３の層間絶縁膜５０４２を形成する。
【０１７４】
そして、配線５０４３～５０４７を形成する。なお、これらの配線は、膜厚５０ [nm]のＴ
ｉ膜と、膜厚５００ [nm]の合金膜 (ＡｌとＴｉとの合金膜 )との積層膜をパターニングして
形成する。もちろん、二層構造に限らず、単層構造でもよいし、三層以上の積層構造にし
てもよい。また、配線の材料としては、ＡｌとＴｉに限らない。例えば、ＴａＮ膜上にＡ
ｌやＣｕを形成し、さらにＴｉ膜を形成した積層膜をパターニングして配線を形成しても
よい。 (図１６ (Ｅ ))
【０１７５】
以上の様にして、ｎチャネル型ＴＦＴとｐチャネル型ＴＦＴからなるＣＭＯＳ回路を有す
る駆動回路と、画素ＴＦＴと保持容量とを有する画素部を同一基板上に形成することがで
きる。こうして、アクティブマトリクス基板が完成する。
【０１７６】
なお、本実施例は他の実施例と組み合わせて実施することが可能である。
【０１７７】
[実施例８ ]
本実施例では、実施例７で作製したアクティブマトリクス基板から、反射型液晶表示装置
を作製する工程を以下に説明する。説明には図１６、１７を用いる。
【０１７８】
まず、実施例５に従い、図１６（Ｅ）の状態のアクティブマトリクス基板を得た後、当該
アクティブマトリクス基板上、少なくとも配線 (画素電極 )５０４７上に配向膜５０５５を
形成しラビング処理を行う。なお、本実施例では配向膜５０５５を形成する前に、アクリ
ル樹脂膜等の有機樹脂膜をパターニングすることによって基板間隔を保持するための柱状
のスペーサ５０５４を所望の位置に形成した。また、柱状のスペーサに代えて、球状のス
ペーサを基板全面に散布してもよい。
【０１７９】
次いで、対向基板５０４８を用意する。対向基板５０４８上に着色層（カラーフィルタ）
５０４９、５０５０（ここでは２色のカラーフィルタのみを図示しているが、実際にはＲ
、Ｇ、Ｂの３色を用いて良い。）および平坦化膜５０５１を形成する。ここでは、赤色の
カラーフィルタ５０４９と青色のカラーフィルタ５０５０とを重ねて、遮光部を形成する
。また、赤色の着色層と緑色の着色層とを一部重ねて、遮光部を形成してもよい。同様に
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、隣接した画素間の隙間をカラーフィルタの積層によって遮光する。このようにして、遮
光膜の形成工程を省略した。
【０１８０】
次いで、平坦化膜５０５１を形成し、当該平坦化膜５０５１上に透明導電膜からなる対向
電極５０５２を少なくとも画素部に形成し、対向基板の全面に配向膜５０５３を形成し、
ラビング処理を施した。
【０１８１】
そして、アクティブマトリクス基板と対向基板とをシール材（図示せず）で貼り合わせる
。シール材にはフィラーが混入されており、このフィラーと柱状スペーサによって均一な
間隔を持って２枚の基板が貼り合わせられる。その後、両基板の間に液晶材料５０５６を
注入し、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。液晶材料５０５６には公知の液晶
材料を用いれば良い。このようにして図１７に示す反射型液晶表示装置が完成する。そし
て、必要があれば、アクティブマトリクス基板または対向基板を所望の形状に分断する。
さらに、対向基板のみに偏光板（図示せず）を貼りつけた。そして、公知の技術を用いて
フレキシブルプリント基板 (Flexible Print Circuit：ＦＰＣ )を貼りつけた。
【０１８２】
以上のようにして作製される液晶表示装置はエネルギー分布が周期的または一様なレーザ
光が照射され、大粒径の結晶粒が形成された半導体膜を用いて作製されたＴＦＴを有して
おり、前記液晶表示装置の動作特性や信頼性を十分なものとなり得る。そして、このよう
な液晶表示装置は各種電子機器の表示部として用いることができる。
【０１８３】
なお、本実施例は他の実施例と組み合わせて実施することが可能である。
【０１８４】
[実施例９ ]
本実施例では、実施例７に示したアクティブマトリクス基板の作製方法を用いて作製され
たアクティブマトリクス基板を用いて、発光装置を作製する例を以下に説明する。発光装
置とは、基板上に形成された発光素子を、当該基板とカバー材の間に封入した表示用パネ
ルおよび該表示用パネルにＴＦＴ等を実装した表示用モジュールを総称したものである。
なお、発光素子は、電場を加えることで発生するルミネッセンス（ Electro Luminescence
）が得られる有機化合物を含む層（発光層）と陽極層と、陰極層とを有する。また、有機
化合物におけるルミネッセンスには、一重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（蛍光
）と三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（リン光）があり、これらのうちどちら
か、あるいは両方の発光を含む。
【０１８５】
なお、本明細書中では、発光素子において陽極と陰極の間に形成された全ての層をＥＬ層
と定義する。ＥＬ層には具体的に、発光層、正孔注入層、電子注入層、正孔輸送層、電子
輸送層等が含まれる。基本的に発光素子は、陽極層、発光層、陰極層が順に積層された構
造を有しており、この構造に加えて、陽極層、正孔注入層、発光層、陰極層や、陽極層、
正孔注入層、発光層、電子輸送層、陰極層等の順に積層した構造を有していることもある
。
【０１８６】
実施例７に従って第３の層間絶縁膜５１０２まで形成した後、発光素子の陽極となる画素
電極を、透明導電膜からなる材料にて形成する。透明導電膜としては、酸化インジウムと
酸化スズとの化合物、酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物、酸化亜鉛、酸化スズまたは
酸化インジウムを用いることができる。また、前記透明導電膜にガリウムを添加したもの
を用いても良い。
【０１８７】
第３の層間絶縁膜５１０２は、発光装置の場合、第２の層間絶縁膜５１０１に含まれる水
分が有機発光層に入るのを防ぐのに効果的である。第２の層間絶縁膜５１０１が有機樹脂
材料を有している場合、有機樹脂材料は水分を多く含むため、第３の層間絶縁膜５１０２
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を設けることは特に有効である。また、本実施例においては、樹脂からなる第２の層間絶
縁膜５１０１を用いてＴＦＴによる段差を平坦化することは非常に重要である。後に形成
される発光層は非常に薄いため、段差が存在することによって発光不良を起こす場合があ
る。従って、発光層をできるだけ平坦面に形成しうるように画素電極を形成する前に平坦
化しておくことが望ましい。
【０１８８】
駆動回路が有するｎチャネル型ＴＦＴ、ｐチャネル型ＴＦＴは実施例５の作製方法を用い
て形成される。なお、本実施例ではシングルゲート構造としているが、ダブルゲート構造
もしくはトリプルゲート構造であっても良い。
【０１８９】
次に、図１８（Ｂ）に示すように、第３の層間絶縁膜５１０２を覆うように黒色染料、カ
ーボンまたは黒色の顔料などを分散した樹脂膜を成膜し、発光素子となる部分に開口部を
形成することで、遮蔽膜（図示せず）を成膜する。なお樹脂として、代表的にはポリイミ
ド、ポリアミド、アクリル、ＢＣＢ（ベンゾシクロブテン）等が挙げられるが、上記材料
に限定されない。また有機樹脂の他に、遮蔽膜の材料として例えば、珪素、酸化珪素、酸
化窒化珪素などに黒色染料、カーボンまたは黒色の顔料を混入したものを用いることも可
能である。遮蔽膜は、配線５１０４～５１１０において反射した外光が、観察者の目に入
るのを防ぐ効果がある。その後、各不純物領域に達するコンタクトホールを開口し、配線
５１０４～５１１０を形成する。
【０１９０】
続いて、樹脂材料でなる土手５１１１を形成する。土手５１１１は１～２ [μ m]厚のアク
リル膜またはポリイミド膜をパターニングして画素電極５１０３の一部を露出させるよう
に形成する。
【０１９１】
画素電極５１０３の上にはＥＬ層５１１２が形成される。なお、図１８（Ｂ）では一画素
しか図示していないが、本実施例ではＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の各色に対応したＥ
Ｌ層を作り分けている。また、本実施例では蒸着法により低分子系有機発光材料を形成し
ている。具体的には、正孔注入層として２０ [nm]厚の銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）膜を
設け、その上に発光層として７０ [nm]厚のトリス－８－キノリノラトアルミニウム錯体（
Ａｌｑ 3）膜を設けた積層構造としている。Ａｌｑ 3にキナクリドン、ペリレンもしくはＤ
ＣＭ１といった蛍光色素を添加することで発光色を制御することができる。
【０１９２】
但し、以上の例は発光層として用いることのできる有機発光材料の一例であって、これに
限定する必要はまったくない。発光層、電荷輸送層または電荷注入層を自由に組み合わせ
て発光層（発光及びそのためのキャリアの移動を行わせるための層）を形成すれば良い。
例えば、本実施例では低分子系有機発光材料を発光層として用いる例を示したが、中分子
系有機発光材料や高分子系有機発光材料を用いても良い。なお、ここでいう中分子系有機
発光材料とは、昇華性を有さず、かつ、分子数が２０以下または連鎖する分子の長さが１
０ [μ m]以下の有機発光材料を指す。また、高分子系有機発光材料を用いる例として、正
孔注入層として２０ [nm]のポリチオフェン（ＰＥＤＯＴ）膜をスピン塗布法により設け、
その上に発光層として１００ [nm]程度のパラフェニレンビニレン（ＰＰＶ）膜を設けた積
層構造としても良い。なお、ＰＰＶのπ共役系高分子を用いると、赤色から青色まで発光
波長を選択できる。また、電荷輸送層や電荷注入層として炭化珪素等の無機材料を用いる
ことも可能である。これらの有機発光材料や無機材料は公知の材料を用いることができる
。
【０１９３】
次に、ＥＬ層５１１２の上には、陰極として画素電極５１１３が設けられる。本実施例の
場合、導電膜としてアルミニウムとリチウムとの合金膜を用いる。勿論、公知のＭｇＡｇ
膜（マグネシウムと銀との合金膜）を用いても良い。陰極材料としては、周期表の１族も
しくは２族に属する元素からなる導電膜もしくはそれらの元素を添加した導電膜を用いれ
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ば良い。
【０１９４】
この画素電極５１１３まで形成された時点で発光素子が完成する。なお、ここでいう発光
素子とは、画素電極（陽極）５１０３、ＥＬ層５１１２、および陰極５１１３で形成され
た素子を指す。
【０１９５】
また、発光素子を完全に覆うようにして保護膜５１１４を設けても良い。保護膜５１１４
としては、炭素膜、窒化珪素膜もしくは窒化酸化珪素膜を含む絶縁膜からなり、当該絶縁
膜を単層もしくは組み合わせた積層で用いる。
【０１９６】
この際、カバレッジの良い膜を保護膜５１１４として用いることが好ましく、炭素膜、特
にＤＬＣ（ダイヤモンドライクカーボン）膜を用いることは有効である。ＤＬＣ膜は室温
から１００ [℃ ]以下の温度範囲で成膜可能であるため、耐熱性の低い発光層５１１２の上
方にも容易に成膜することができる。また、ＤＬＣ膜は酸素に対するブロッキング効果が
高く、発光層５１１２の酸化を抑制することが可能である。そのため、この後に続く封止
工程を行う間に発光層５１１２が酸化するといった問題を防止できる。
【０１９７】
本実施例では、発光層５１１２は全てバリア性の高い炭素膜、窒化珪素、窒化酸化珪素、
窒化アルミニウムもしくは窒化酸化アルミニウム等の無機絶縁膜で覆われているため、水
分や酸素等が発光層に入って発光層が劣化するのをより効果的に防ぐことができる。
【０１９８】
また、第３の層間絶縁膜５１０２、保護膜５１１４を、シリコンをターゲットとしたスパ
ッタリング法により作製される窒化珪素膜を用いることで、より発光層への不純物の侵入
を防ぐことができる。成膜条件は適宜選択すれば良いが、特に好ましくはスパッタガスに
は窒素（Ｎ 2）又は窒素とアルゴンの混合ガスを用い、高周波電力を印加してスパッタリ
ングを行う。基板温度は室温の状態とし、加熱手段を用いなくても良い。既に有機絶縁膜
や有機化合物層を形成した後は、基板を加熱せずに成膜することが望ましい。但し、吸着
又は吸蔵している水分を十分除去するために、真空中で数分～数時間、５０～１００ [℃ ]
程度で加熱して脱水処理することは好ましい。
【０１９９】
室温でシリコンをターゲットとし、１３．５６ [MHz]の高周波電力を印加し、窒素ガスの
み用いたスパッタリング法で形成された窒化珪素膜は、その赤外吸収スペクトルにおいて
Ｎ－Ｈ結合とＳｉ－Ｈ結合の吸収ピークが観測されず、またＳｉ－Ｏの吸収ピークも観測
されていないことが特徴的であり、膜中に酸素濃度及び水素濃度は１ [原子％ ]以下である
ことがわかっている。このことからも、より効果的に酸素や水分などの不純物の侵入を防
ぐことができるのがわかる。
【０２００】
こうして図１８（Ｂ）に示すような構造の発光装置が完成する。なお、土手５１１１を形
成した後、保護膜５１１４を形成するまでの工程を、大気解放せずに連続的に処理するこ
とは有効である。
【０２０１】
なお本実施例では遮蔽膜を第３の層間絶縁膜５１０２と土手５１１１との間に形成したが
、本発明はこの構成に限定されない。配線５１０４～５１１０において反射した外光が、
観察者の目に入るのを防ぐことができる位置に設けることが肝要である。例えば、本実施
例のように発光素子から発せられる光が基板側に向かう構成である場合、第１の層間絶縁
膜と第２の層間絶縁膜５１０１との間に遮蔽膜を設けるようにしても良い。そしてこの場
合においても、遮蔽膜は発光素子からの光が通過できるように開口部を有する。
【０２０２】
さらに、実施例７において説明したように、ゲート電極に絶縁膜を介して重なる不純物領
域を設けることによりホットキャリア効果に起因する劣化に強いｎチャネル型ＴＦＴを形
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成することができる。そのため、信頼性の高い発光装置を実現できる。
【０２０３】
また、本実施例では画素部と駆動回路の構成のみ示しているが、本実施例の製造工程に従
えば、その他にも信号分割回路、Ｄ／Ａコンバータ、オペアンプ、γ補正回路などの論理
回路を同一の絶縁体上に形成可能であり、さらにはメモリやマイクロプロセッサをも形成
しうる。
【０２０４】
以上のようにして作製される発光装置はエネルギー分布が周期的または一様なレーザ光が
照射され、大粒径の結晶粒が形成された半導体膜を用いて作製されたＴＦＴを有しており
、前記発光装置の動作特性や信頼性を十分なものとなり得る。そして、このような発光装
置は各種電子機器の表示部として用いることができる。
【０２０５】
なお、本実施例では、発光素子から発せられる光がＴＦＴ側に向かっているが、発光素子
がＴＦＴとは反対側に向かっていても良い。この場合、土手５１１１に黒色染料、カーボ
ンまたは黒色の顔料を混入した樹脂を用いることができる。この場合、画素電極５１０３
には反射性に優れた材料を用い、画素電極５１１３には透明導電膜を用いる。
【０２０６】
なお、本実施例は実施例１～実施例６のいずれか一と組み合わせて実施することが可能で
ある。
【発明の効果】
本発明によると、１つの第１の島状半導体層より形成される単数もしくは複数の第２の島
状半導体層を活性層として用いたＴＦＴは、その特性を通常よりも均一化することが可能
となるため、前記カレントミラー回路や差動増幅回路、あるいはオペアンプ回路といった
、素子同士の整合性が求められる回路を、ＴＦＴを用いて基板上に構成することが可能と
なる。結果、従来は外付けＩＣ等によって実装されていた回路を、画素部を含む基板上に
同時形成することが可能となり、製造コスト削減、装置の軽量、小型化に寄与する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　本発明の一実施形態を説明する図。
【図２】　　回路を構成するＴＦＴに特に整合性が求められる回路の例（カレントミラー
回路、差動増幅回路）を示す図。
【図３】　　第１の島状半導体層からＴＦＴ形成までの工程と、ＴＦＴの断面を示す図。
【図４】　　複数のレーザ光スポットから、合成レーザ光スポットを生成する図。
【図５】　　合成レーザ光スポットによって結晶化される第１の島状半導体層と、当該第
１の島状半導体層から形成された第２の島状半導体層を用いたＴＦＴによって回路を構成
する例を示す図。
【図６】　　レーザ光スポットとそのエネルギー密度分布を説明する図。
【図７】　　レーザ光照射工程の概略図。
【図８】　　レーザ光照射工程の概略図。
【図９】　　制御系を含むレーザ照射装置の概略図。
【図１０】　　半導体層へのレーザ照射による結晶化を含む工程フローの一例を説明する
図。
【図１１】　　半導体層へのレーザ照射による結晶化を含む工程フローの一例を説明する
図。
【図１２】　　半導体層へのレーザ照射による結晶化を含む工程フローの一例を説明する
図。
【図１３】　　半導体層へのレーザ照射による結晶化を含む工程フローの一例を説明する
図。
【図１４】　　基板上でのレーザ光走査方向の例を説明する図。
【図１５】　　半導体装置の作製工程を説明する図。
【図１６】　　半導体装置の作製工程を説明する図。
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【図１７】　　液晶表示装置の作製工程を説明する図。
【図１８】　　発光装置の作製工程を説明する図。
【図１９】　　基板照射中のレーザ光の照射幅の変更について説明する図。
【図２０】　　基板照射中のレーザ光の照射幅の変更および遮蔽について説明する図。
【図２１】　　合成レーザ光スポットによって、複数の点から結晶化が進行する場合の第
１の島状半導体層を示す図。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

(32) JP 3992976 B2 2007.10.17



【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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